
仮設団地から復興に向う住民の支援事業

報告書

【実施団体】
特定非営利活動法人コレクティブ
〒861-8043  熊本市東区戸島西1-23-63

℡ 096-214-6600   Fax 096-214-6603
mail info@kinasse.jp
http://www.kinasse.jp/

災害時の福祉的支援の手引き
～連携・協働を目指して～

【連携団体】
熊本県地域密着型サービス連絡会

熊本県介護福祉士会
福岡県高齢者グループホーム協議会
九州ブロック小規模多機能型連絡会

チーム福祉くまモン
益城町災害支援福祉チーム





◆熊本地震への福祉的支援
その実際と問われたこと

平成28年4月15日(前震)17日(本震)と2回の震度7、及び震度6も5回の被災を受けた

熊本地震への支援を、発災以降約2年間一日も休まず継続してきた。
28年度、29年度の2年間WAMのご助成を受け、活動してきた中で、これからの熊本

地震のような局地型震災への支援のあり方が見えつつある。
・災害派遣福祉チームによる支援の実際と問われたこと
・支援での「空白期」の状況と支援の実際
・支え合いセンター(サポートセンター)設置後の支援の実際
・復興に向けた支援のあり方
・今後の課題
こうしたことについて、下記の3部構成で報告する。

Ⅰ 東日本と違った熊本地震(局地型地震)での「福祉的支援の手引き」
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Ⅰ 熊本地震から 福祉的支援の手引き

日本ではいつどこで災害が起きるかわからない。東日本大震災では東北の太
平洋側全県を大津波が襲い、震災による死者・行方不明者は1万8,434人、建築
物の全壊・半壊は合わせて40万2,699戸に及んだ。一方、熊本地震では、震度7が
2回、震度6強の地震が2回、6弱の地震が3回発生し、熊本県で合計50人の死亡
（直接死）、200名以上の関連死があっている。また、住宅の全壊・半壊は4万3,310
棟に及んでいる。頻発する余震（発災後１５日間に震度１以上が２，９５９回発生）
が続いたのも特徴である。

局地型地震

熊本地震の支援に際して、「東日本大震災と同様の支援を」との声もあるが、明
らかにその規模、被災状況も異なる。どちらかと言えば中越地震に近い。今後日
本で生じる地震は大津波に襲われるような大規模震災と熊本や中越地震のような
局地型地震に大別されるように思う。東日本大震災については、既に7年を越えの
復興に取り組まれている。

ここでは、東日本と違った熊本地震での福祉サイドでの復興支援のあり方を実践
の中から明らかにし、今後の災害に備えるヒント集になることを目指した。

Point

1. 災害時には、横の繋がり、連携・協働が問われること。

2. 下記の図のように、状況に合わせた支援、取り組みが必要である。

3. それは、復興に向う、地域の創生を目指すことである。
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① 発災時の支援

当NPO法人コレクティブは、熊本県DCAT(災害派遣福祉チーム)地域密着型サービス班の事務
局として発災当初から災害支援に関わってきた。

最初の10日間は、熊本県地域密着型サービス連絡会と全国の小規模多機能やグループホーム
の仲間たちと、被災した仲間の事業所への支援を行った。

しかし、私たち地域密着型サービスが支える利用者は、多くが避難所へ避難した。しかも「福祉避
難所」ではなく、小学校の体育館などの「一般避難所」に多くの方が避難していた。

一般避難所に避難した在宅の要介護者

そこでの要介護者は、医療関係者の「トリアージ」

により、県外の遠く離れた施設へ強制的に移動さ

せられようとしていた。住み慣れた町で、親族や知

人・友人と過ごしたいとの願いは、非常時だというこ

とで無視されようとしていた。ここ避難所こそ福祉・

介護の生活を支える専門職の支援が必要と感じた。

とりわけ被害が一番大きかった益城町へ集中して

支援に入る必要が問われた。

そこで、熊本県知事の指令を受け、熊本県DCAT

として支援に当たった。この熊本県DCATは、地域

密着型サービス班のみが出動した。私たちの力は

微力であるが、全国の多くの団体の方々と連携・協働

すれば一定の支援活動はできるとの確信があった。

１

初出動
DCAT(災害派遣福祉チーム)の活動

28年4月25日～7月

【熊本県の資料より】
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災害派遣福祉チームの必要性

２

被災地への支援は、DMATとして先ず医療の支援が入る。命を救うことが最優先で
ある。しかし、それと並行して生活への支援が必要になる。生活には一日の休みもな
い。DCATは、その生活支援を担うものである。

生活支援は、相談から始まる。被災時には諸々の課題がある。健康面、被災届や
諸手続き、福祉・介護、家族問題、精神的不安等々が噴出する。被災下で公的な
サービスは多くが動いていない。介護サービスも動けずにいる。

熊本地震での介護サービス等の状況
益城町の在宅介護サービスは、ほとんどの事業所が機能マヒに陥った。 事業所

の電気も水道もガスもストップし、電話もつながらない。スタッフも自宅が全壊し、住
むところもない。被災が少ないスタッフも交通が麻痺し出勤できない。
ケアマネも動けない。動こうにも対象者が避難所や各々の関係者のところに避難し

ているために把握もできない。
デイサービスが再開したのは、ほぼ1ケ月後である。(水道が出ず、トイレ使えない、

風呂出来ない、送迎不能、食事も出せない、スタッフいなかったからである)
ホームヘルプは更に悲惨である。対象者の所在もわからない中で、登録ヘルパーの
皆さんは仕事がない状態が生じた。一部の方は転職するしかなかった。
また、余震で屋内には入れない方も多かった。余震が続き、恐怖のため、車中泊

やテント生活の方が多く、在宅の要介護者の安否確認も難しかった。

DCATの必要性
平常時であれば、長らく住み続けた自宅に住み、家族やご近所の方々に支えられ

どうにか暮らし続けられた方々も、避難所で環境は一変する。自宅では自力でどうに
か暮らせる方が、人の助けがないとトイレにも行けなくなる。不安とショックで平時に
はできていたこともできなくなる。まして、要介護の皆さんは、より支援が必要になる。
避難所では、認知症の方のいわゆる「徘徊」が生じたり、「不穏行動」が出現する。

避難所こそ福祉専門職の必要が問われる。

■災害医療では困難だった災害時要援護者の課題見極め
⇒緊急医療中心のDMATや医療救護班では、介護や障害等の課題把握は困難。
⇒保健師はいても、限られた人数であり、福祉サービスに結び付けるにも課題。
■避難所の混乱
⇒避難生活をおくる場所・必要な支援についての見極め進まず。また、それができ
る人材の確保も進んでいなかった。
・・・結果、避難所は混乱、その余波は福祉施設へ。避難所の環境整備が進まない
ことによって、状態が悪化する人々も出てきた。
■進まなかった福祉避難所の開設
⇒二次的避難所である福祉避難所の指定は進まず、体制・運用方法にも課題有。
重度の者は福祉避難所ではなく施設の緊急入所対象となっていた。
・・・実際には緊急入所では賄いきれず、福祉避難所の脆弱な体制では支える
ことが困難。人員の量的充実が不可欠。
サービスに結びつけるには、災害時にも能力を発揮
できる福祉専門職の存在が不可欠。
それまでも応急期における福祉の重要性に言及
していたものの、機能する体制となっていなかった
(株式会社富士通総研 行政経営グループ
チーフシニアコンサルタント 名取直美氏)
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DCATのあり方

当初出動見送りとなったDCAT
今回の熊本地震で熊本県災害派遣福祉チーム(DCAT:Disaster Care 

Assistance Teamを略したもの)は、当初出動しなかった。熊本県DCATは、現在も
同じであるが県内のサービス種別の団体と協定を結んだ縦割りの組織となってい
る。地震発生後、熊本県よりDCAT構成団体へ「出動待機」の指示がでるも、1回
目の予震後先遣隊の派遣を行うも必要なしとなり「待機解除」となる。待機解除後、
各団体はそれぞれで各団体関係事業所の支援に動いた。そこで本震が襲うが、
既にそれぞれが支援活動に動き始めていたために、出動指示は見送られた。

(熊本県DCATの構成と登録者数H28.3.31現在)

派遣基準

現場の必要性から派遣へ
避難所の状況を把握すると、そこへ支援に入る必要が出てきたが、避難所への

支援は、それぞれの避難所の管理者に理解されず入れない状態であった。そこ
でDCATの活動に結び付いた。発災から10日後の平成28年4月25日であった。

更にそこに、岩手県の災害派遣福祉チームの先遣隊が到着し、協働することと
なった。

広域派遣の必要

熊本ＤＣＡＴの派遣基準は、次のいずれかに該当するとき
ア 県内で災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用される程度の災害が発生した場
合であって、知事が熊本ＤＣＡＴを派遣する必要があると認めるとき。
イ 県内で災害救助法が適用される程度の災害が発生した場合であって、避難所等を
設置する被災地の市町村等から知事に対して熊本ＤＣＡＴの派遣要請があったとき。
なお、派遣要請は原則として熊本県災害派遣福祉チーム派遣要請書（別記第５号様式
）によるものとする。
ウ 県外で災害救助法が適用される災害が発生した場合であって、国又は他の都道府
県から知事に対して熊本ＤＣＡＴの派遣要請があったとき。

【熊本県災害派遣福祉チーム設置運営要綱 第４】

「岩手県災害派遣福祉チームが熊本県入りした直後に、ようやくその日より活動開始した熊本
DCATの数名と県庁で会えたものの、多くのチーム員が被災していることから他県の事業者系団体
の人員を含んで立ち上げた状況を確認しました。そこで、熊本県とも協議を行い、災害時の知見を
多く持つ岩手県災害派遣福祉チームが熊本DCATと協働して支援を展開することとし、地域の実情
に精通した熊本DCATと岩手県の被災経験と訓練ノウハウが融合した支援が可能となりました。」
「この取り組みは、熊本県より依頼のあった益城町で行われ、5月中旬まで続いた岩手県災害派遣
福祉チームの第5次までの派遣だけでなく、同じく熱心に取り組んでいた京都府による5月末までの
災害派遣福祉チームの第3次までの派遣へと展開されました。これは被災地で減じた機能を広域間
で自律的な支援を行うことで補完・代替するとした本来の広域支援の姿であり、今後想定される大
規模災害の対応策として数々の示唆を与えるものでした。」
【参考引用文献】（株）富士通総研 公共事業部 シニアコンサルタント 名取直美氏資料
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避難所での支援の実際

DCATの役割
下記のような役割がある
○避難者等の福祉ニーズの把握
○要配慮者のアセスメント⇒専門へつなぐ、環境整備(例:障碍者用トイレの確保)等
○避難所環境の整備、応急的支援
○行政・関係機関との連絡調整

ニーズの把握、ワンストップの支援
避難所でのニーズの把握は、ただ待受けだけではできない。支援を必要としている

方々のところへ出向くことが必要である。巡回し顔なじみになりながら、話を聞き、支
援につなげていった。その相談一つひとつに対しては、答えを出し支えることが問わ
れる。不安な状況の中で、曖昧な話では支援にならない。
そこで私たちは、相談即支援即ちワンストップの支援を目指した。
私たちで支援できないことは「つなぐ」形での支援を行った。

窓口としてのさしより相談処
避難所の一つに「さしより相談処」を開設した。
また、6月には「相談処」を発展させ益城町の事業
として「益城町総合相談窓口」を開設した。
(連携・協働の必要の項参照)

地元のDCATと広域からの支援の役割分担
熊本県DCATは、必要に迫られ活動し始めたが、

県内の登録者で活動に参加できる方は少なかっ
た。そこで全国からの支援者も含めてチームをつくることになる。
また、岩手県の災害派遣福祉チームは、先遣隊を岩手県の持ち出しになることも覚

悟して派遣してくれた。
ここで、被災地のDCATと広域からのDCATが合流する。

役割は自ずと決まる。地元の実情に詳しく，地理にも明るい地元チームが全ての避
難所を巡回する。相談窓口と拠点の避難所は、県外チームが担当した。
活動開始から7月末までの、DCATとしての相談件数は697件、見守り・具体的支援

は1952件であった。DCATの派遣メンバー数は延べ1640名であった。

活動の実際
毎日 生きる意欲をなくしていく方々

認知症の奥さん、精神障がいの娘さん : おじいちゃんと複合的課題を抱えた世帯の
支援では、キーパーソンのおじいちゃんの生きる意欲を引き出すために、いろいろの
取り組みも行う。
⇒ビニールハウスでの草取り、野菜の収穫、近くの事業所での入浴支援等

子供たちも・・・専門職は、避難所で顕在化する障害児を発見しフォローし、専門機
関へつなぐ
⇐2～3名のグループ×5チーム で益城町の11ケ所の避難所
各グループの責任でベターな支援を目指した

生活支援と医療的支援の違い
「食事が食べれない」とき保健師さんたちは「おかゆを準備」しかし、食べれない
私たちは、「何がやりたいか」聞き出し、「料理を創りたい」に付き合う。生きる意欲が
出てきて、食事もできるようになる。
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避難所での環境整備
トイレも障がい者用トイレが使えない

状態であった(左の写真)ものをプラ
イバシーを守れるように整備

(ポータブルトイレへテント、しかし障がい者はテントを閉めれない)

孤立する仕切り
避難所はカーテンの仕切り
が入り、プライバシーの保護
が行われた。
一方で、高齢者や要配慮者
の方々の姿が見えにくくなった。
そこで、一緒に掃除や体操を
行い、交流を図った。

避難所での生活の支援
避難所でも「〇〇したい」の望みはある。避難所だからこそこれまでの暮らしの継続を望む。しか
し、実現できないと諦め、その結果生きる意欲もなくしていく方があった。益城町は33,000名程
度の農業の町である。畑仕事や漬物づくりなど生きる力を創り出す取り組みも行った。

チームでこそできること
支援者それぞれの力を生かし、これまで未体験のことにもアプローチし、避難者の支援に当
たった。
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連携・協働の必要

被災地支援では連携・協働が問われる

それぞれの場面で連携・協働が問われた。
災害支援は、多様な団体が支援に入り、その支援する場(例えば〇〇避難所)は△団体といった
「縄張り」が発生する。それだけでは専門的支援に繋がらない。

連携・協働
私たちがチームを組んだ団体は、資料編に記している。多様な方々と連携した支援を行った。

事例やスポットでは、記した以外に更に多くの皆さんとの連携・協働があった。

さしより相談処
岩手県DCATとの連携で、「さしより相談処」を5月に開設した。6月中旬に総合相談窓口が開設

されるまで毎日開設した。相談は、毎日10件程度あった。

総合相談窓口
熊本県と熊本県内の

専門職団体が益城町の
総合体育館・広安小の
2ケ所で6月中旬開設した。
(6月中旬から8月末まで)

交流会・茶話会

仮設団地への支援においても熊本県介護福祉士会をはじめ、多くの団体との連携で支援に

当たった。

総合相談窓口に関わった団体

益城町役場 いきいき長寿課
益城町東部圏域地域包括支援センター
益城町西部圏域地域包括支援センター
益城町介護支援専門員連絡会
熊本県認知症疾患医療センター
熊本県DCAT
熊本県介護支援専門員協会
熊本県社会福祉士会
熊本県介護福祉士会
熊本県医療ソーシャルワーカー協会
熊本県精神保健福祉士協会
熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会
熊本県北部発達障がい者支援センター
‘わっふる’
JDF熊本支援センター
熊本県認知症対策・地域ケア推進課
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支援の視点

私たちの視点
• ライフサポート

避難所支援「これは地域密着型の個別支援そのものではないか！」

派遣チームはまさしくひとつの「地域のチーム」

各避難所へ行き、個々と関係をつくり、本人の強みや関係性を活かし、本人の望
む暮らしへとつなげていくこと。

それを全国から集まって、出会ったばかりの人間同士が信頼関係（チームワーク）
と目標を共有しながら、被災者支援という場でライフサポートワークをおこなってい
く。 (支援者の記録より)

生活支援は、お一人お一人との

良き関係づくりから始まる。

特に支援を要する方々の不安や悩

みに向き合うことから始まる。

それをチームとして行うことが

大事である。

• 地域包括ケア

被災地での支援では、外部からの支援になり、主体である市町村や地域の自立
とならない支援もある。

主体は、あくまで市町村であり、そこに住む住民の皆さんである。

①被災した利用者・スタッフ支援

②自宅・従来の生活に戻す支援

③避難所の要介護高齢者や要配慮者の自宅復帰のための支援

④仮設住宅での巡回訪問による要介護高齢者や要配慮者の支援

支援者が主人公になるのではなく、支援者は黒子になり、被災地の行政・団体・
住民の皆さんが主体になることが問われる。

被災地での地域包括ケアの推進である。
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DCATを育てる

DCATのある都道府県と熊本DCAT

DCATは、既に構築している、現在構築中である合わせて33都道府県(28年度
末)になっている。必要性の理解は進んでいるように思う。しかし、もし「今震災が起
きても活動できる」準備ができているところは数県ではないかと思う。

熊本県の場合も、東日本大震災の後整備された。メンバーの登録も行われ、年
に2回程度の研修が行われてきた。先遣隊170名、支援隊432名の登録があって
いるが、実働できる者は限られている。

実際熊本地震後、熊本DCAT(地域密着型サービス班)に呼びかけたところ、登
録者67名中13名が実働できたに過ぎない。被災を受けた事業所では派遣できな
いことは当然であるが、それ以外のところからの派遣は少なかった。その理由は、
①事業所の職員不足と②訓練していないので出ていく自信がない③事業所のトッ
プの許可が出ない、であった。

可能であれば縦と横の組織を

今回熊本地震での熊本DCATの状況から、熊本県ではDCATの実働に向けた
「熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）活動マニュアル」 の見直しを行った。
組織体制は変更なく指示命令や責任体制を見直している。しかし、上記のような
理由による実働につながらないことへの見直しはこれからとなっている。

本事業の連携団体である熊本県介護福祉士会は、日本介護福祉士会から現地
ボランティア派遣のコーディネーターを派遣し、介護福祉士のボランティアを募り
活動した。そこでも当初は、介護福祉士会の会員のみでボランティアを充足させよ
うとしたが、数が確保できず現実的ではないと判断。介護福祉士とそれ以外の方
のチームで派遣することにした。ただし、それ以外の方についても、介護に一定の
知見がある者に限定した。

現場では、福祉系でも多様な専門職団体が活動した。その専門職がDCATメン
バーとして、一体で活動できれば、縦割りの組織だけでなく、横ぐしの力が合わさ
れて動ける組織づくりになると考える。

普段の訓練こそ肝要

実働へ向けては研修・訓練の在り方が問われる。一番実践的な訓練を行ってい
るのは岩手県チームである。

岩手県災害派遣福祉チーム
【チーム員養成研修・訓練】
チーム員の技術向上等を図るため研修を実施、訓練の機会を確保

≪養成研修の種類≫
①登録研修（２日間）・・・登録のための研修 ※２３４名修了＝現登録者数

※平成２８年度修了者数３６名
②スキルアップ研修１（３日間）・・・スキルアップのための研修（登録後概ね２

年以内に受講） ※１１２名修了
③スキルアップ研修２（３日間）・・・登録更新も兼ねたさらなるスキルアップの

ための研修（概ね３年目） ※３６名修了
≪訓練≫ ①県総合防災訓練（平成２６・２７年度各１回）

②市町村・地域レベルでの防災訓練（ 〃 ）

(添付資料参照 : 岩手県災害派遣福祉チーム 先遣隊 千葉正道氏)
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② 避難所から仮設へ

避難所は可能な限り早く解消すべき

今回熊本地震では、仮設団地の建設が遅れた。特に町有地の少ない益城町で
は、建設地の確保に手間取り、仮設団地の建設が遅れた。

仮設団地のオープンが遅れることは、避難所での生活が長引くことである。避難
所では、必要な飲食が提供され、ボランティアによる炊き出しもある。熊本では全
国からのボランティアが入り、毎日のように炊き出しが行われた。また、支援物資も
多く集まった。

避難者は、受け身で避難所で過ごすこととなる。これが継続すると依存的生活が
当然となる。「被災しているから〇〇してもらって当然」と。

全壊した自宅で何の支援も届かないにもかかわらず小屋やテントに住みながら
も、少しでも早く復旧したいと頑張っておられる方々と、避難所で受け身の生活を
続ける方とは復興に向けても大きな差ができてしまう。

被災者の気持ち

被災者の方々は、仮設団地やみなし仮設が整備されたら、そちらへの移行が始
まる。被災者の皆さんは、複雑な思いを持たれている。

揺れ動く気持ち・・・
・避難所で一緒に頑張ってきた仲間と離れての新しい生活
・プライバシーの確保の反面、孤独感
・住んだことのない場所で知らないお隣さんとの生活への不安
・なにより「仮設に住む」ことへの失望感

移行期での空白を無くす

緊急的な避難所である体育館などから、これまでと関係のない場所に移動させ
られ、周りは知らない人々と暮らすことになる。自宅復帰までの間生活拠点となる
仮設住宅においても、24間365日連続するケア体制が保障されないと「孤独死」や
「自殺」等生起する。 益城町では、公的支援は仮設団地がオープンしたあと10月
の支え合いセンターが開設するまで空白期があった。益城町では特にこの期間は
本WAM事業が大きな役割を果たすことになった。

★野戦病院的な環境でいつまでも対応するのではなく、環境条件をしっかり把握
して、在宅を支えるサービスを提供しなければならないし、元の生活に戻るための
支援をしなければならない

★災害は介護崩壊ではなく、生活環境の崩壊だから、在宅の状態をしっかり確認
して前の状態に戻す視点が重要

★福祉関係者は抱え込む救済には慣れているが、自立生活を側面から支える視
点が不足している

★仮設住宅生活者の支援だけではなく、地域社会の支援センターとして、避難所
や個々の住宅の生活支援という視点も持たなければならない
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仮設団地での支援のあり方

自立につながる支援を
仮設団地は、それぞれ仮であるが自宅である。そこで次に向けた準備を行

う場所である。当然これまでの仕事を再開される方、新たな仕事を探し生活
の復旧を始められる方がいる一方で、これからの展望が持てない方、被災に
より心身を病んだ方々もいる。

そこでは、個々に合わせた多様な方々に適切で柔軟な支援が問われる。と
ころが、避難所同様の「支援」が行われた。物資の押し付け、炊き出しの継
続である。避難所で受け身にならされた方々を更に支援漬けにして、自立に
向わなくしていった。

「トイレットペーパーが少なくなった。早く支援物資を届けろ」等と自治
会で要求することが自治会活動となっていった。そこで、仮設団地入居者の
状況を確認し、個別の支援を行うことが求められた。

支援区分
全体の状況を把握し、変化する状態を巡回し、面会し、被災者を4分類し、

特にⅢやⅣの方々に各々の世帯、一人ひとりの状況に合わせた継続した支援
に取り組んだ。

仮設は「仮」の場所。 安住の地にしてはいけない

支援の過程で、仮設団地の支援に入っている団体の中には、「東日本大震
災では仮設団地は現在も継続している。7年も10年も住めるのだから、ここ
を安住できる場所にしないといけない。確固としたコミュニティーづくりを
やろう」と活動する方たちもいる。仮設団地でのコミュニテイーづくりを目
的とすることで、仮設団地にもっと物資や支援を入れて、可能な限り継続す
ること、恒久的住まいに移るより仮の仮設団地を守ることが図られようとし
た。

私たちが目指しているのは、「仮設団地は安心はできるが、恒久的住まい
の方が何倍も良い。」と未来の夢を一緒にみれることである。

日常生活の自立 (健康状態)
経
済
状
況

低

低

高

高
分類Ⅰ 生活再建可能世帯

住まいの再建方針や再建時期がき
まっており、特に大きな問題はな
く日常生活を送っている世帯

分類Ⅱ 日常生活支援世帯
心身の健康面に課題を抱えて
おり、日常生活において継続
的に支援が必要な世帯

分類Ⅳ 日常生活・住まい
の再建支援世帯

住まいの再建に関して課題
があり、かつ日常生活でも
継続的に支援が必要な世帯

分類Ⅲ 住まいの再建支援世帯
住まいの再建方針または再建時期
が未定である世帯や資金面、就労
等に課題を抱えているため支援が
必要な世帯

仮設住宅入居者支援区分
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仮設団地支援の実際

益城町では28年6月中旬から仮設団地がオープンし始め、10月までに18ケ所の
仮設団地が整備された。

その際に、益城町は可能な限り、これまで住んでいた地域ごとに仮設団地に入
ることを目指した。しかし、一斉に仮設団地が整備されたわけではなく、10月まで
五月雨的に整備された。団地への応募で、2次希望・3次希望の仮設への入居と
なった方も多かった。よって仮設団地には見知らぬ方々が集まった。

毎日巡回し、相談・見守り活動を続けながら、仮設団地での交流を図ることに努
めた。熊本県は、自宅復帰や新たな住宅整備までの意欲を支え続け、健康状態
を維持するために「集う場所」を各仮設団地に集会所(みんなの家)を整備した。

そこを活用し茶話会や交流会を実施した。みんなの家が整備されるまでは、屋
外でテントを張って実施した。総合相談も併せて実施した。平成28年7月から平成
30年3月20日までに、320回実施し、延べ4500名以上の参加があった。

 

 

仮設団地 集会所(みんなの家)で 

 

8 月 21 日（日曜日） 

午後 12 時～午後 3 時 

      会場 木山仮設団地の談話室 

主催 特定非営利活動法人コレクティブ 
相談窓口も開設します。ご利用ください。 

この事業は、独立行政法人福祉医療機構のご助成で実施しています。 

協力：熊本県内の福祉・介護の専門職団体の皆さま 
 

        

仮設団地が開設しましたが、  

いかがお過ごしでしょうか? 

集会所にお茶を用意しました。 

 
 

 

 

おいしい軽食とお茶菓子や果物、コーヒーや

冷たい飲み物を用意してお待ちしています。 

 

  お茶しませんか 
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③ 仮設団地から復興へ

発災後2年になろうとしている今、益城町の仮設団地では30%強の世帯が
仮設団地から転居している。(連携団体のライフサポートチームが担当する
820世帯中140世帯程度) ほとんどが自宅の再建や修理を終えて、元のある
いは新たな住まいへの転居、復帰である。今後も新築や修繕が終われば仮
設団地から出ていく世帯もあと30%程度見込まれる。

一方で、公営復興住宅建設待ちも263世帯(ここには区画整理・道路拡張
のために自宅再建が遅れる世帯も含む)全体の32%にのぼる。

残りが家賃の安い民間アパートや町営住宅の空き待ちの状況である。

(平成30年2月の調査による)
残される弱者

上記の状況の中で、14世帯はまだ方向性を決めれてない。「町や県・国
がどうにかしてくれるだろう」「仮設団地は家賃はただだから最後まで居
残り、そのあとはどうにかしてくれるだろう」と言う方々もいる。

また約700世帯中に独居世帯が165世帯、介護が必要な方がいる世帯20世
帯がある。支え合いセンターとしてライフサポートチームが見守りが必要
として、見守り支援を行っている世帯は122世帯187人である。

この何らかの要配慮の必要な方々には、必要な情報が届いていない。自
力での収集は困難で、理解もできないことが多い。仮設団地ではアンケー
トなどの調査も多い。一度アンケートに答えると「既に申し込んだ」と考
え違いする方も多い。大事な仮設団地の延長申し込みがそうである。

また、高齢や障害を持つ方にとっては、文書に書いてあることの理解が困
難な場合がある。手紙が来ていたが何のことかわからないで放置されるこ
ともある。

複合的支援の必要
世帯の中には、親は認知症で、子は精神障害、孫は不登校、更に生活困

窮といった複合的課題を抱える世帯が少なくない。認知症の親をデイサー
ビスに繋いだら終わりとはならない。

多職種の専門職が繋がり、智慧を出して、制度を活用し、地域の資源を
活用し支えることが問われる。

有効な弁護士や税理士の相談事業
それぞれの復興について考える上で、被災者の皆さんにとって有効で

あったのが弁護士や税理士の話と個別相談であった。福祉専門職は生活相
談はできても法律や財務の相談は受けきれない。自宅の再建や土地の売買、
更に相続等のことが、被災者には大きな課題となる。

行政が行う支援や相談事業との違い
行政もその必要性を分かり、町役場等で相談会を開催している。そのこ

とは必要であるが、仮設団地等に住む要配慮者の皆さんにとっては遠いと
ころで行われているものとなっている。

身近なところで、分かりやすい説明があり、個々の心配に寄り添うこと
が、真に復興へ向けた成果を上げるものになる。
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復興支援ってなんだろう?

人 人

ともに
歩む

当法人の理事で、本事業の委員長であった森本佳樹氏(立教大学コミュニティ

福祉学部名誉教授:29年11月死亡)は、東日本大震災後立教大学で「東日本大
震災復興支援プロジェクト」を立ち上げ、人とコミュニティーによりそった支援を
行ってきた。東日本大震災復興支援プロジェクトの取り組みの中間報告に次のよ
うに記されている。
「寄り添い型」「伴走型」の活動

『それは、「同じ方向を向いて」「なじみの関係をつくる」という「寄り添い型」「伴走
型」の活動・・・いつのころからか私たちは「支援」「ボランティア」という言葉を使わ
なくなりました。』 (『復興支援ってなんだろう』より)

支援
する
人

支援
され
る人

これから
与える
助けて
やる

復興モデル

上の図も、『復興支援ってなんだろう』に記してある図である。ハードや心の復
旧から始まり、心やハードの復興へ向かう。当初の支援する支援される関係のコ
ミュニティーの支援から、ともに歩むなかで、地域の再生、地方創生が図られて
いくプロセスを示したものである。私たちの取り組みは、支援からともに歩む復興
モデルへと転化すべきときが来ている。
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Ⅱ 本年度の取り組みと成果

本年度の事業は、下記の5本柱で遂行し、ほぼ成功裏に終了することが出来た。
Ⅰ. この事業を推進する委員会を連携団体とともに設置する。
4回の委員会を開催し、事業の内容の決定、遂行管理、評価、報告書作成を

行った。
Ⅱ. ワンストップの支援
公的な支え合いセンター事業では困難な部分を行う。仮設から病院、病院

入院中及び病院から仮設復帰支援、マンツーマン支援、仮設外の家族や知人
への働きかけ、等をアルバイトスタッフ1人を雇用し、事務局機能も持ち、遂
行した。
Ⅲ. 仮設団地の住民の自立・復興支援
仮設住宅の住民の皆様への働きかけ、住民主体の活動の支援、住民の学習

会の企画・運営支援、復興につながる学習会・相談会の開催。
Ⅳ. 支援者研修
被災地支援に関わる関係団体及び連携団体に働きかけ、支援者が、それぞ

れの段階でどのような支援が問われているかの研修会を2回実施。
Ⅴ. 報告書兼「支援の手引き」の作成
取り組みを総括し、報告書を作成する。単なる報告書ではなく熊本地震の

ような局地型地震における「支援の手引き」として作成した。
報告書は、国・各県・熊本県内市町村・市町村社協・包括支援センター・

連携団体関係の事業所・支援に関わった全国の団体等へ配布。2,000部作製。

仮設団地支援 支え合いセンター事業と区別しつつも、協働する支援

ライフサポートチームは、熊本県知事の指令で避難所支援を行ってきた熊本県災害派遣福
祉チーム（ＤＣＡＴ）が終結した後、仮設団地の支援のために28年7月に結成した福祉・介護・看
護の専門職のチームである。
ライフ（命・暮らし・人生）をサポートすることを目的としている。

益城町の支え合いセンター事業は、益城町社会福祉協議会が受託した。社協だけでは支え
ることが困難と思われたために、社協の委託を受けて15ケ所の仮設団地の支援をしている。

当事業では、支え合いセンター事業ではできないこと、支え合いセンター事業だけでは不十
分で支援の効果がでないことを、支え合いセンターの活動とは区別し別途に取り組んできた。
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ワンストップの自立支援

支え合いセンター事業だけでは困難な多様な支援
28年10月から支え合いセンター事業が始まり、連携団体のライフサポート

チームが益城町社会福祉協議会の支援に入った。

益城町災害支援福祉チーム(ライフサポートチーム)規約より

第１条（目的） 熊本地震での災害派遣福祉チーム(DCAT)の活動を継続して、
益城町の仮設団地において各団地を巡回し、また集会所を活用し、見守り・相
談活動・サロン活動・生活支援・介護予防活動を行い、 孤立や生活不活発病
防止活動と仕事づくり、まちづくりを行うことを目的とする。

第２条（名称） 本会は「益城町災害支援福祉チーム」(略称 ライフサポート
チーム)と称する。

第３条（活動） 目的達成のための次の活動を行う。

① 益城町の仮設団地での相談支援

② 益城町の仮設団地での要配慮者の見守り

③ 益城町の仮設団地でのサロン活動

④ 益城町の仮設団地での生活支援および介護予防

⑤ 交流会等を通じたコミュニティーづくり

⑥ その他目的のために必要な活動

第４条（会員）

本会は、営利を目的とはしない。益城町の復興のために仮設団地で住民の
皆さんの自立支援を支援する個人・団体をもって会員とする。

益城町社協と委託契約を結び、支援に入るが、公的支援では限界も出てく
る。例えば、状態変化で病院へ付き添い支援することや認知症のある本人の
希望にこたえるために一日料理づくりに付き合うこと、あるいは気力がなくなり
日に日に元気がなくなる方を元気づけるために畑仕事に付き合うこと等である。

また、相談を受け公的な支援には繋げない場合に、個別に支援することもあ
る。被災地での支援は、支え合いセンターで想定し委託を受けていることに留
まらない。些細な事でもご本人にとっては眠れないようなこともある。そこに寄り
添うことで、元気になり、復興への取り組みとなる。

料理づくり

畑仕事

個別の支援
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交流会・相談支援

本年度、仮設団地での交流会・福祉総合相談会は毎土曜日・日曜日を中
心に120回開催した。仮設団地住民の参加者は、1500名を超えた。
担い手は、熊本県介護福祉士会や熊本県地域密着型サービス連絡会のメ

ンバーら毎回3～4人が担当した。

仮設団地に「5年も6年も固定する」ような支援であってはならない。交

流会兼相談会では、恒久的な住まいへの移行、可能なら住み慣れていた元
の地域への復帰を促すような話を意図的に行った。その時々で住民の皆さ
んの気持ちは揺れ、不安な気持ちになる。それぞれの気持ちに寄り添い、
自立に向おうとする住民の皆様を支えるように話し込んでいった。
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弁護士、税理士による
学習会&個別相談

7月から10月に仮設住宅の住民の皆様
へ働きかけ、復興につながる学習
会・相談会を開催した。特に住民の
皆さんから要望があった弁護士、税
理士による学習会と個別の相談会を
開催した。

25回の学習会と個別相談会
を開催し、延べ242人
個別相談90人の利用有り。
(内2回は合同相談会)

学習会

個別相談

↑税理士個別相談

⇐弁護士個別相談
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支援者研修会

2回の研修会を開催

9月18日益城町で
65名の参加

2月18日熊本市で
70名の参加

20



今後の取り組み

平成30年の年末から平成31年春にかけて、復興公営住宅が整備される。
それまで、仮設団地は縮小しつつも継続する。連携団体のライフサポー
トチームは、来年度も支え合いセンターの中で支援を継続する。

仮設団地での弱者支援

自宅の再建ができ次第次々に仮設団地から退去されていく。うれしい
ことである。

復興公営住宅の建設を待っている方々も将来像が描ける。

心配なのは、自立に向けた動きが出来ない方々である。判断力がない
方々、生活力がない方々、病気や障害があり孤立している方々、等々で
ある。イベント的な支援では支えきれない。全体からは落ちこぼれてし
まう方々である。

伴走しながら、寄り添った継続的な支援が問われる。現在も続けてい
るこの支援を継続していくことが問われている。

コミュニテイーづくり

更に自宅を再建し地域へ戻った皆さんが、地域の再生、復興に取り組
むことを「ともに歩む」ことで地域創生を図らねばならない。

ＷＡＭ事業としては終了するが、取り組みは継続

2年間の支援は、制度がないところでも必要があるところへの取組み
を続けてきたように思う。人の繋がりを大事にし、必要な取り組みを住
民主体でともに歩み続けたい。

21



連携団体や全国の
支援者とともに
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Ⅲ 資料編

2回の研修会で多くの教訓と提案がなされた。この内容を一つ一つ整理し、体系
化したいとの想いがあったが、まだ仮設団地での支援に追われる日々の中で、時
間的にも、力量としてもできそうにないと思い、ここに研修会での資料そのものを残
すことにした。

また、熊本県でも地震時の対策の見直しが行われている。検討中のところもある
が、大事な要素が詰まっていると思い、資料として掲載する。

1. 2回の支援者研修会(平成29年9月18日、平成30年2月18日)より

第1回研修会

・仮設団地自治会の当事者より支援者にお願いしたいこと

・中越地震とサポートセンターの活動及び仮設団地・サポートセンターの閉所

(長岡市 こぶし園)

・東日本大震災での支援活動から

(災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード)

第2回研修会

・熊本地震への支援を考える(富士通総研、名取氏)

・岩手県災害派遣福祉チームの活動(先遣隊、千葉氏)

・みなし仮設への支援(よか隊ネット熊本)

・日本介護福祉士会(事務局次長松下氏)

・立教大学東日本大震災復興支援推進室(次長、岡氏)

・熊本県健康福祉政策課地域支え合い支援室 (室長、江藤氏)

(一部は抜粋にて)

2. 熊本県での対策の見直し

「熊本県避難所運営マニュアル」

「熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）活動マニュアル」

(一部は抜粋にて)
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みなし仮設への支援(よか隊ネット)
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The Japan Association of Certified Care Workers

The Japan Association of Certified Care Workers

日本介護福祉士会(松下様)
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The Japan Association of Certified Care Workers

The Japan Association of Certified Care Workers

日本介護福祉士会(松下様)
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f.r介i I e 

1971年神奈川県生まれ。1999年慶應義塾

大学総合政策学部卒業後、 中日新聞社入
社（東京新聞記者）。2010年から映画作家
としても活動開始。 建築家・隈研吾をは
じめ、 気仙大工、 アーティストらの日常
の叡智を描くドキュメンタリ ー映画を制
作している。

『復興支援ってなんだろう？
人とコミュニティによりそった5 年間』

立教大学コミュニティ福祉学部
東日本大震災復興支援推進室 著

立教大学コミュニティ福祉学部

岡 博大/Hiromoto Oka

「支援する・支援される」

ではない復興支援

 

東日本大震災復興支援推進室 次長
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々
が
わ
ざ
わ
ざ
駆

ー

と
学
び
に
つ
な
が
る
生
き
た
教
育
現

一

け
つ
け
て
く
れ
ま
し
た 。

そ
の
よ
う

一

場
に
な
り
ま
し
た 。

ー

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
学
び
の
機
会
に

立
教
大
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
学

一

な
関
係
性
を
築
け
た
の
も 、

交
流
を
一

部
で
は 、

学
部
内
に
「

東
日
本
大
震
一

核
に
し
た
支
援
活
動
だ
っ
た
か
ら
だ
一

私
た
ち
は 、

5
年
間
の
活
動
で 、

災
復
興
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト」

を
立
l

と
思
い
ま
す 。

学
生
た
ち
も 、
「

ボ
ラ
―

と
も
に
よ
り
そ
っ
て
サ
ポ
ー
ト
し
て

ン
テ
ィ
ア
と
は
思
っ
て
い
な
い」

と
―

ち
上
げ 、

復
興
支
援
活
動
を
し
て
き
—

ま
し
た 。

活
動
を
通
じ
て 、

千
年
に
—

言
い
ま
す 。

そ
の
土
地
が
好
き
に
な
＿

ぃ
く
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
あ
り

方
を
見
い
だ
し 、

学
生
た
ち
は 、

交

り 、

卒
業
後
も
活
動
に
参
加
す
る
学
―

一

度
と
い
わ
れ
る
災
害
に
あ
っ
て
も
―

頑
張
っ
て
生
き
て
い
る
東
北
の
人
の
＿

生
や 、

リ
ピ
ー

タ
ー

も
多
く
い
ま
す 。
一

流
を
通
じ
た
復
興
支
援
活
動
で 、

現

一

地
の
方
か
ら
多
く
を
学
び
ま
し
た 。

一

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ

＿

復
興
支
援
が
生
き
た
学
び
の
場
に
一

誠
実
な
生
き
方
か
ら 、

多
く
を
学
ば
一

せ
て
も
ら
い
ま
し
た 。

そ
れ
を
社
会
＿

に
還
元
し
た
い
と
考
え 、

こ
の
本
を
一

復
興
の
課
題
の
―
つ
は 、

コ
ミ
ュ
ー

ア
活
動
の
ニ
ー

ズ
が
あ
る
と
思
い
ま

出
版
し
ま
し
た 。

―

ニ
テ
ィ
の
再
生
で
す 。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

す 。

そ
こ
で 、
「
し
て
あ
げ
る」

と

私
た
ち
が
大
事
に
し
て
き
た
の
は 、
―

と
福
祉
を
学
ぶ
私
た
ち
に
と
っ
て 、

一

思
う
の
で
な
く 、
「

学
ば
せ
て
も
ら

＿

＿

学
部
の
理
念
で
あ
る
「

命
の
尊
厳
の
＿

う」

と
思
っ
て
活
動
し 、

交
流
す
る

「
支
援
す
る
・

さ
れ
る」

と
い
う

一

機
会
を
つ
く
れ
ば 、

子
ど
も
た
ち
に

一

た
め
に」

と
い
う
こ
と
を
考
え
た
ら 、

方
的
な
関
係
性
で
は
な
く 、

交
流
を

核
に
し
た
支
援
活
動
で
す 。

自
分
た
一

東
北
の
支
援
を
し
な
い
で
ど
う
す
る
一

と
っ
て
も
よ
い
学
び
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か 。

学
校
の
ま
わ
り

ん
だ 、

と
い
う
こ
と
に
な
り
プ
ロ
ジ
ェ
―

ち
で
率
先
し
て
企
画
し
て
手
っ
取
り

早
い
成
果
を
求
め
る
の
で
は
な
＜ ‘

-

ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し
た 。

少
子
高
→

に
は 、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
貢

献
し
て
く
れ
る
方
が
た
く
さ
ん
い
る

齢
化 、

過
疎
化 、

観
光
の
衰
退
な
ど

—

住
民
の
方
々
か
ら
ア
イ
デ
ア
が
出
て
l

と
覆
い
ま
す 。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

く
る
の
を
根
気
強
く
待
ち
な
が
ら
寄
＿

疲
弊
し
て
い
る
中
で
震
災
が
起
き 、

一

を
通
じ
て 、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り

り
添
っ
て
き
ま
し
た 。
「

支
援
さ
れ
る
＿

加
速
化
し
た
課
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
—

と
い
つ
ま
で
も
被
災
者
だ
と
思
わ
さ
＿

得
ま
せ
ん
で
し
た 。

ま
さ
に
生
き
た
＿

や 、

地
域
づ
く
り
な
ど 、

学
ぶ
こ
と

れ
る
け
ど 、

交
流
だ
と
気
楽
で
い
い」
＿

課
題
で
す 。

最
初
か
ら
学
ぼ
う
と
思
＿

は
多
い
と
思
い
ま
す 。

地
域
に
出
て

と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た 。

一

っ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
一

い
き 、

交
流
す
る
場
を
つ
く
っ
て
ほ

出
版
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は 、

一

が 、

復
興
支
援
を
す
る
こ
と
が
自
然
一

し
い
な
と
思
い
ま
す 。

 復興支援ってなんだろう?  当法人の理事であった亡き森本佳樹立教大学名誉教授が室長としてリードし、当法人の方向性も指導
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http://cyber.pref.kumamoto.jp/bousai/Content/asp/topics/topics_detail.asp?PageID=6&P
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http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_19236.html 
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～はじめに～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成２８年熊本地震において、短期間のうちに震度７という 

阪神・淡路大震災と同規模の地震が２回続いたことによる多数の

家屋倒壊等により、多くの住民が市町村の設置した避難所への避

難を余儀なくされた。また、度重なる余震への警戒等から、多く

の指定避難所以外の避難所及び車中への避難者が存在し、市町村

においては避難者の実態把握が困難を極めた。 

 

○ 本避難所運営マニュアルは、本県の「避難所運営マニュアル作

成モデル（平成２５年３月版）」及び内閣府（防災担当）作成の「避

難所運営ガイドライン（平成２８年４月版）」を参考に、大規模災

害発生の混乱時であっても、行政（市町村）や住民等の協力・連

携のもと、円滑に避難所設営・運営を行うために、熊本地震発災

から３か月間の対応に係る検証結果を踏まえ、発災の混乱時にお

いても分かりやすいよう、避難所運営に係る基本的な事項をまと

めたものである。 

 

○ 各市町村において、地域の実情に応じた修正を適宜加えたうえ

で、より実効性のある避難所運営に、ご活用いただきたい。 
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第１ 避難所の開設・運営の基本的な考え方 

１ 避難所の開設・運営 

２ 要配慮者やプライバシー等への配慮 

※「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。

３ 避難者情報の収集 

要配慮者への対応 

プライバシー等への 
配慮 

避難所の開設・運営 

 避難所の開設・運営は市町村が行う
 避難所の開設場所の住民への周知
 大規模災害時には、ＮＰＯ等の協力を得て、地域住民による

避難所運営に早期に移行
 行政と地域住民とで業務を役割分担

 福祉避難スペース（移動スペースも含む）や感染症（疑い）
患者隔離スペースの確保

 バリアフリーへの対応（多目的トイレ、スロープなど）
 障がいの特性に応じた対応（情報提供（合理的配慮）、介助、

物資提供等）

 パーティションや段ボールベッドの設置

 男女双方が携わっての避難所運営
 男女別の更衣室や授乳室の確保

避難者情報の収集 

 指定外避難所や自宅での避難者、大規模駐車場等への車中
泊者の把握体制の検討

 地域の消防団、自主防災組織等と連携した被災者の把握体
制の整備

 防犯対策としての警察との連携
 避難行動要支援者名簿との突合

熊本県避難所マニュアル
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第２ 避難所の開設までのフロー 

(1) 開設方針の確認

(2) 開設準備への協力要請

(3) 施設の安全確認

(4) 避難所運営用設備等の確認

(5) 避難者の安全確保

(6) 物資・機材の確認

(7) 居住組の編成

(8) 避難所利用範囲等の確認

(9) 利用室内の整理・清掃

(10)受付の設置

(11)避難所看板設置

(1) 受付

(2) 避難所内の割当て・誘導

(3) ルール等の周知

１ 施設の解錠・開門 

３ 避難者の受入れ 

２ 避難所の開設準備 

４ 市町村災害対策本部への報告 

（第１報：避難所開設と住民受入れ） 

５ 住民への避難所開設の広報 
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第３ 避難所の開設 

 事前の協議内容に従って市町村職員、施設管理者又は地域住民代表が解錠する。

 開設方針の確認

 市町村災害対策本部から開設指示が出ているかといった開設方針の確認をする。

 開設準備への協力要請

 避難者に対して、当面の運営協力を呼びかける。

 施設の安全確認

 建物が危険でないか点検（建物、外壁、屋根、天井、内壁、周辺、窓ガラスなど）を行う。

※ 危険箇所がある場合は、市町村災害対策本部に連絡し、判断を仰ぐ。

 避難所運営用設備等の確認

 電気、水道、ガス、電話、パソコンといった設備の使用可否を確認する。

 避難者の安全確保

 施設の安全が確認されるまで、グラウンド等での待機を呼びかける。

 物資・機材の確認

 備蓄倉庫等にある物資・機材の状況等を確認する。

 居住組の編成

 原則、世帯を一つの単位とし、複数単位により構成された「組」を編成する。なお、組は

血縁関係や居住地域を考慮し、観光客などの避難者はまとめて編成する。

 避難所利用範囲等の確認

 避難所として利用できる範囲を確認する。

１ 施設の解錠・開門 

２ 避難所の開設準備 
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 利用室内の整理・清掃

 破損物等の片付けを行う。

 協力者を募り、手分けして避難所のレイアウトを行う（6 ページ参照）。

 受付、避難所看板等の設置

 避難者名簿等の準備

 その他

 危険箇所に「立入禁止」の張り紙

 感染症発生時に対応できる空間の確保

 掲示板の設置、連絡事項等の張り出し

 屋外を含めたペットを受入れるためのスペースの確保（ペット同行が可能

な避難所のみ）

 

 

 

公民館など施設が小規模なため福祉避難スペースが確保できない場合は、保健セ

ンターなど市町村の施設に福祉避難スペースを確保する。

なお、市町村の施設については、災害時には他の地域からの応援者の受入れ等災

害対応の拠点となり得ることについて、あらかじめ留意しておく必要がある。 
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レイアウト例（学校などの場合）
平成 28年度避難所における被災者支援に関する事例等報告書（平成２８年４月内閣府（防災担当））から一部抜粋 

・全体図

 

・避難所利用者が生活する場所（体育館・屋内運動場）：拡大図

 

トイレ

運営本部 
(会議室) 

相
談
室

ト
イ
レ

事務室 職員室 
校
長
室

器
具
庫

物資 
保管 
(倉庫) 

ト
イ
レ

要
配
慮
者
用

仮
設
ト
イ
レ 

福祉避難
ス ペ ー ス
(介護室)

談話室 
(特別教室) 

仮設トイレ(女) 

救護室 
(保健室) 

仮設トイレ(男) 

・トイレ用スリッパに履き替える

・手指消毒用アルコール設置

手指消毒用 

アルコール

設置

更
衣
室(

男) 

更
衣
室(

女) 

ごみ置き場 

避難所利用者用 

の出入口 

物資 
保管 
(器具庫) 

子ども部屋 
(特別教室) 

避難所利用者が 

生活する場所 

(体育館・屋内運動場) 

補助犬 
同伴 

(特別教室) 

来客・報道用出入口(夜間は施錠) 

裏口(夜間は施錠) 

昇降口 

(夜間は施錠) 

(職員用駐車場側) 

(グラウンド側) 

屋根のある渡り廊下 

器具庫

ステージ

器具庫 

(器具庫) 

更衣室(女) 

更衣室(男) 

ト
イ
レ

(

男) 

ト
イ
レ

(

女) 

 

手
指
消
毒
用

ア
ル
コ
ー
ル
→

手指消毒用→ 

アルコール

(仮設トイレ用)

避難所利用者 避難所利用者 避難所利用者 

避難所利用者 

おむつ
交換 

(テント内) 

男女共用 

特設公衆電話・FAX 

(中庭) 

プールの水を汲

み置きして流す 

【要配慮者優先】 

テ
レ
ビ 

福祉避難 

スペース

総合受付→ 

↑情報掲示板 

物
資
配
布

場
所 

炊き出し 
物資受入 
配付場所 

ペット受入 
(テント内)

・通路の確保 

車いすも通行可能な幅 130cm 以上

各世帯が通路に面するようにする 

・世帯単位で受け入れ
・自治会・町内会など地域ごとに分ける
・配慮すべき事項をチェック

授乳 
(テント内)

女性のみ 

↓育児場所 

耳の聞こえ

ない人 

目の見えない

人 
壁づたいに移動

できる場所 

目からの情報が

入りやすい場所 

文字放送

もＯＮ 

救
援
者
の
活
動
場
所

(

運
動
場
の
一
部)

 

仮設風呂 洗濯場所 
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 避難者受付簿（14 ページ参照）に住所、代表者氏名、携帯電話番号、避難人数、要配慮者の

人数等を記載してもらう。

 開設準備が整ったら、高齢者・障がい者等の要配慮者を優先して、町内ごとに居住スペース、

福祉避難スペースへの誘導を行う。

 避難者名簿（記入・提出を依頼、16 ページ参照）、避難所運営ルールを配布する。

 避難所状況報告書（第１報、18 ページ参照）により市町村災害対策本部へ避難所開設の報告

をする。

 避難所が開設されたことをホームページ、防災行政無線、防災メール等で住民に周知、広報す

る。

３ 避難者の受入れ 

４ 市町村災害対策本部への報告（第１報） 

５ 住民への避難所開設の広報 
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第４ 地域住民による避難所の運営 

 あらかじめ避難所運営委員会を組織しておくことが望ましい。

 自治会・町内会・自主防災組織の代表者など地域住民が中心となって組織する。

 委員会への女性の参画に配慮する。

 行政と地域住民の役割分担を行う。

【避難所運営委員会組織図（例）】

※ あくまで参考例であり、地域の実情や避難所の規模に応じて班編成を行うこと。

※活動班の具体例については、別表のとおり。

避難所運営委員会 

会 長 

副会長 

副会長 

避難所運営担当職員（市町村） 

施設管理者 

ボランティア 

団体等の代表者

 
組長 組長 組長 

３組 ２組 １組 

活動班 

被災者情報管理班 班長 

班長 

班長 

班長 

班長 

班長 

班長 

班長 

情報広報班 

施設管理班 

物資・機材班 

救護・ケア班 

衛生班 

要配慮者対応班 

総務班 

１ 避難所運営委員会の設置 

班長 ボランティア班 

居住組 

・・・

・・・
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総務班（★） 

 市町村災害対策本部との調整

 避難所レイアウトの設定・変更

 防災資機材や備蓄品の確保

 避難所運営委員会の記録

 避難所運営委員会の事務局

 地域との連携

被災者情報管理班
（★）

 避難者名簿の作成、管理

 安否確認等問合せへの対応

 取材への対応

 郵便物・宅配便等の取次ぎ

情報広報班（★） 
 情報収集

 情報発信

 情報伝達

施設管理班 
 避難所の安全確認と危険箇所への対応

 防火・防犯

物資・機材班 

 物資・機材の調達

 炊き出し

 物資・機材の受入

 物資の管理・配布

 機材の管理・配布

救護・ケア班（☆） 
 病人・けが人の治療及び高齢者や障がい者などの要

配慮者の介護等

要配慮者対応班（★） 

 要配慮者及び必要な支援の把握

 相談窓口の設置

 食事等への配慮

 スペースの確保

 補装具や福祉用具の確保

 日々の情報伝達手段の確保

 スクリーニング・福祉避難所等への移送

衛生班 

 ゴミに関すること

 風呂に関すること

 トイレに関すること

 掃除に関すること

 衛生管理に関すること

 ペットに関すること

 生活用水の確保

ボランティア班（☆） 
 ボランティアの受入れ

 ボランティアの管理

 （★）については、市町村の担当職員が配置されることが望ましい。

 （☆）については、専門的な知識・技能のある者を中心とした配置が望ましい。

 避難所については、段階的に適宜統廃合していくこととするが、避難所を解消するためには、

避難者に対して早くから見通しを示しつつ、事情を聴きながら解決する姿勢が必要である。

 市町村災害対策本部との連絡調整事項についての協議や避難所内でのルールの決定・変更、避

難所での課題・問題への対処など避難所運営を円滑に進めることを目的とする。

 毎日時間を定めて 1 日 1 回以上開催する。

２ 各活動班の役割 

３ 避難所運営会議の開催 
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第５ 避難所運営で特に配慮が必要なこと 

注）詳細については、21 ページの避難所運営チェックリストを参照のこと。 

 トイレ
 トイレは充分な個数（20 人に 1 基）が確保されているか
 屋内トイレにトイレ専用の履物（スリッパ等）が使われているか
 清掃手順に沿ったトイレ掃除が一日一回以上されているか
 溜め水等によらない手洗い場があり、石鹸・消毒液などがあるか
 暗がりにならない場所に設置しているか
 夜間照明を個室内・トイレまでの経路に設置しているか
 個室は施錠可能なものか

 生活スペース
 避難所内は土足厳禁とし、守られているか
 男女別スペース（着替え、授乳等）が確保されているか
 寝床に布団・マットレスがあるか（毛布だけを敷いて寝ている人がないか）
 手の消毒液があるか。手洗いの徹底を促す取組みはなされているか
 清掃が定期的に行われているか
 換気が定期的に行われているか

 医療
 医師や看護師、保健師が常駐または巡回しているか
 要配慮者等の健康に配慮し、感染症予防対策を始めとして衛生的な環境を確保している

か

 食事
 避難者に必要な飲料水の確保と提供が行われているか

 物資
 必要な物資が避難者に行き渡っているか

 運営
 危険箇所をチェックし、立入禁止の場所には表示をしているか
 避難者のニーズ把握や生活支援のための相談窓口はあるか
 避難者名簿があり、避難者の人数、外部からの問合せに対する情報開示の有無を把握し

ているか
 要配慮者を把握し、必要な支援が受けられているか
 避難者に対する情報発信のための掲示板等があるか

 その他
 近隣の在宅避難者、指定外避難所などへの支援が行われているか（情報発信や食事、物

資支援など）
 ゴミが分別されているか
 入浴を希望する人が毎日、お風呂に入れているか
 感染症の患者を隔離する空間を確保しているか
 福祉避難所、（大規模災害の場合は）旅館・ホテルへの移動が必要な人に対し、適切な対

応がなされているか
 ペットの糞尿の処理等、飼育管理のルールがきちんと守られているか（ペット同行が可

能な避難所のみ）
 防犯対策として警察や市町村との連絡体制が確保されているか
 支援団体が把握されているか
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注）対応の終了時期は、災害の規模や個々の市町村によって異なる。

1週間後まで

　避難所解消に向けた動き
■本来機能の早期回復

■仮設住宅建設計画の具体化

□物資の確保

□避難所外被災者への対応

□居場所づくり

□パーティションの設置

□段ボールベッドの設置

□衛生管理・食事管理・健康管理の徹底

□相談体制の確立

□こころのケア

□避難所運営チェック

■家屋の応急危険度判定

■り災証明書の発行

■義援金等の受付

■相談窓口の開設

■災害ボランティアセンターの開設

■施設再開に向け準備

72時間後まで

48時間後まで

　避難所の安定化 ■災害ボランティアセンターの開設準

備

■ライフラインの確保・確立

24時間後まで

　運営体制づくり

　避難所運営委員会の開催

■食料、飲料水の配分

■福祉避難所の開設

■死者・行方不明者への対応

■関係機関との連絡調整

□仮設トイレの設置

□飲料水の確保

〇けが人・病人の応急対応

　住民への避難所開設の広報
3時間後まで

　市町村災害対策本部への報告

避難所の確認（出火の有無、救助等の必要性の有無）
発災直後
3分後まで

災害発生から避難所開設・運営の流れ

　解錠、安全確認、レイアウト

　避難者の受入れ

〇要配慮者の救出・救助

〇地域内の出火確認・初期

消火、救出・救護活動、安

否確認の継続

地域住民の動き 避難所の動き 市町村対策本部の動き

身の安全の確保

30分後まで

　緊急指定避難場所に避難

■職員の参集

■本部体制の確保など

■避難状況の把握

■避難所開設状況の把握

　避難所開設準備
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熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）

活動マニュアル

[案]

平成２９年１２月

熊本県健康福祉部

※この活動マニュアルは、平成２９年度熊本ＤＣＡＴ連絡会において、

関係団体の皆様からいただいたご意見等を踏まえ、派遣に際しての

手順について修正しております。
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■活動マニュアル 

- 1 - 

Ⅰ 熊本県災害派遣福祉チーム（熊本 ＤＣＡＴ
ディーキャット

）とは 

 熊本県災害派遣福祉チーム（以下、「熊本ＤＣＡＴ」という。）は、災害発

生時の避難所、福祉避難所等（以下「避難所等」という。）において、高齢者、

障がい者等の要援護者を支援するチームである。 

 県では、熊本ＤＣＡＴの派遣に備え、派遣に協力する団体と協定を締結し

ている。 

※ＤＣＡＴとは「Disaster Care Assistance Team」の頭文字をとって略したもの。

※要援護者は、高齢者、障がい者等（以下「高齢者等」という。）であって避難所での

生活において特別な配慮を必要とする者である。災害弱者、要配慮者、避難行動要

支援者など、多数の呼び方がある。

１ 支援に当たっての基本的な考え方 
（１）自立して活動する

被災地の職員は、支援活動に専念する必要があるため、被災地の職

員に負担をかけることがないよう、チームの活動に必要な物品は持参

し、引継ぎなども自己完結を図る。 

（２）関係者との連携を図る

被災地では、様々な関係機関が活動しており、被災者への重複した

質問等は、被災者の負担になる。また、チーム内で完結できないこと

も多く発生する。そのため、関係機関と情報を共有し、連携して活動

する。 

（３）被災者、被災地の自立を促進する

チームの支援活動は一定の期間であり、地元関係者による活動に移

行していくことを意識して支援する。 

また、専門性にこだわりすぎず「できる範囲」で「必要とされてい

る支援」も行う。 

（４）チームワークを発揮する

被災地では状況が常に変化するため、その都度現場の状況を判断し、

行動する必要がある。そのため、チームミーティングは毎日行い、情

報共有を図る。また、チーム員同士で、メンタルヘルスを含めた健康

管理を行う。 

●高齢者支援団体

○熊本県老人福祉施設協議会

○一般社団法人熊本県老人保健施設協会

○熊本県療養病床施設連絡協議会

○熊本県地域密着型サービス連絡会

●障がい者支援団体

○熊本県身体障害児者施設協議会

○公益社団法人熊本県精神科協会

○熊本県知的障がい者施設協会
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２ チームの組織体制 
（１）チームの構成

災害時に求められるものは、時間の経過とともに変化するため、チー

ムの目的に応じて、構成を変更する。

【災害時に求められるもの】 

出典：株式会社富士通総研「被災時から復興期における高齢者への段階的支

援とその体制のあり方の調査研究事業報告書」平成 24年 3月 
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【保健師による保健福祉的視点でのトリアージ】 

分 類 対象者 対象者の具体例 

ステージⅠ

避難所等での集団生
活が困難で常時専門
的なケアが必要なレ
ベル 

医療依存度が高く医
療機関への保護が必
要な避難者 

人工呼吸器を装着している者、気管切開等が
あり吸引等の医療行為が常時必要な者 

福祉施設での介護が
常時必要な避難者 

医療ケアが必要でない重度の障害者、寝たき
り者で介護が常時必要な者 

ステージⅡ

他の被災者と区別し
て専門的な対応をす
る必要があるレベル 

福祉的なニーズが高
く介護援助等の継続
が必要な者 

軽中程度の要介護高齢者等日常動作や生活
面での一部介助や見守りが必要な要介護高
齢者 
精神障害・発達障害・自閉症等で個別の対応
が必要な児・者 
軽中等度の障害者等日常動作や生活面での
一部介助や見守りが必要な視力障害者、聴力
障害者、身体障害者 

医療的なニーズが高
く医療やケアが必要
な者 

医療的なケア（在宅酸素、人工透析、インシ
ュリン注射など）の継続が必要な者 
感染症で集団生活場面からの隔離が必要な
者 インフルエンザ、ノロウイルス等 
乳幼児、妊産婦など感染症の防御が特に必要
な者 
親族の死亡、ＰＴＳＤなどで精神的に不安定
で個別支援が必要な者 
※状況に応じて医師の判断により被災地を
離れる必要性がある

ステージⅢ

定期的な専門家の見
守りや支援があれ
ば、避難所や在宅生
活が可能なレベル 

医療的なニーズ 慢性的な疾患があるが、内服薬の確保ができ
れば生活が可能な者 
精神的に不安定さや不眠などの症状はある
が、見守りや傾聴などの支援が必要な者 

福祉的なニーズ 見守りレベルの介護が必要で、ヘルパーや家
族等の支援の確保ができれば、避難所や在宅
生活が可能な者 
高齢者のみ世帯等で、ライフライン途絶によ
り、在宅生活の継続のために生活物資の確保
に支援が必要なレベル 

保健的なニーズ 骨関節系疾患や立ち座りに支障がある高齢
者等、生活不活発病予防のために、椅子の配
置や運動の促しなどの支援が必要なレベル 

ステージⅣ：現状では生活は自立して、避難所や在宅生活が可能なレベル

※判断基準は、災害規模や被災地の状況により異なるため、参考として記載されている。

出典：日本公衆衛生協会、全国保健師長会「大規模災害における保健師の活動マニュアル」H25.7 

チーム設置運営要綱

第７ 活動内容
熊本ＤＣＡＴは、次に掲げる活動を行うこととする。
ア 福祉ニーズの把握
イ 福祉的トリアージ（要援護者の状態に応じて、必要な福祉サービス
が提供できるよう市町村に情報提供をしたり、設備、体制の整った施
設へ要援護者を移送するかどうかの判断をしたりすることをいう。）

ウ 福祉サービスの提供及び廃用症候群の予防
エ その他必要な福祉支援
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(２)リーダーの設置

チームには、リーダーを置き、リーダーはチームを総括する。

（３）身分、費用負担、補償

①チーム員は所属する施設等の職員の身分をもって業務に従事する。

②県が負担する派遣費用

・人件費（災害救助法が適用された場合であって、災害救助費の支弁

対象となる場合に限る） 

・活動経費（旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料）

※領収証等の確認書類が必要

③待機及び県の派遣要請に基づかない派遣に要した費用は、県では負担

しない。

④活動中の事故に備えるため、県が一括して傷害保険に加入する。

３ 派遣基準 

熊本ＤＣＡＴの派遣基準は、次のいずれかに該当するとき 

ア 県内で災害救助法（昭和 22年法律第 118 号）が適用される程度の災害

が発生した場合であって、知事が熊本ＤＣＡＴを派遣する必要があると

認めるとき。 

イ 県内で災害救助法が適用される程度の災害が発生した場合であって、

避難所等を設置する被災地の市町村等から知事に対して熊本ＤＣＡＴの

派遣要請があったとき。なお、派遣要請は原則として熊本県災害派遣福

祉チーム派遣要請書（別記第５号様式）によるものとする。 

ウ 県外で災害救助法が適用される災害が発生した場合であって、国又は

他の都道府県から知事に対して熊本ＤＣＡＴの派遣要請があったとき。 

【熊本県災害派遣福祉チーム設置運営要綱 第４】 

～リーダーの役割～ 

①市町村災害対策本部（保健福祉担当部局）、避難所管理運営者、関係

団体等との調整、連携、情報共有

②チーム員の健康状態の把握

③具体的な業務の立案、ミーティングの運営

④県への報告、記録（電子データ、紙媒体）の管理

・活動状況の記録、整理、県への報告

⑤その他チームに係るマネジメント

・チーム内の役割分担の決定（物品等の管理、チーム員の食事の手

配等の連絡調整）
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(１)災害救助法の適用基準

(２)住家等への被害が生じた場合（令第１条第１項第１号）

市町村又は都道府県の区域内の人口規模に対する家屋の全半壊世帯

数により判断する。 

【１市町村区域の場合】 

市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数 

5,000人未満 30 

5,000人以上 15,000人未満 40 

15,000人以上 30,000人未満 50 

30,000人以上 50,000人未満 60 

･･･ ･･･ 

300,000人以上 150 

②生命・身体への危害が生じた場合（令第１条第１項第４号）

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、

継続的に救助を必要とする場合。 

例）・豪雨の継続により更なる土砂災害の発生のおそれ及び住民生活への

影響 

・川の堤防決壊による浸水予想及び住民生活への影響

・暴風雪による長期間の停電と住民生活への影響（暖を採る）

【本県における災害救助法の適用状況】 
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（２）想定する災害

暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、原子力 等

（３）派遣の基本的な考え方

※広域本部の圏域：県央（熊本、宇城、上益城）、県北（玉名、鹿本、菊池、阿蘇）、

県南（八代、芦北、球磨）、天草

先遣隊 

発災後、速やかに被災地の保健師チームと合同で避難所等を巡回するた

め、協定締結団体は、【様式Ａ】により先遣隊として派遣する者を事前に

登録する。県は、先遣隊として登録された者の中から派遣者を決定する。 

派遣調整連絡会 

県は、先遣隊の報告に基づき、支援隊の派遣方針を決定するため、必要

に応じて速やかに、協定締結団体を招集する。 

支援隊 

派遣者は、協定締結団体から【様式Ｂ】により報告される派遣可能な施

設等の情報（派遣職種、派遣可能期間、リーダー候補名等）をもとに県で

決定する。 

４ 派遣期間 
１チーム１回当たりの派遣期間は、移動日を含めて、先遣隊は１～３日、

支援隊は５日程度を基本とする。 

【県内における１チーム当たりの派遣期間（例）】 

１日目 ２日目 ３日目
移動 引継

移動

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目
移動
引継

引継
移動

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目
移動
引継

引継
移動

先遣隊

支援隊
〈第１陣〉

支援隊
〈第２陣〉

①被災市町村を管轄する広域本部の圏域内（※）にある登録施設等から

優先的に派遣する。

②被災地支援経験がある、職務経験年数が長い人がいる登録施設等から

優先的に派遣する。

③被災市町村（旧市町村区域）にある登録施設等は、復旧、緊急入所等

の災害対応が必要と考えられるため、原則として除外する。

④活動初期は、短時間で調整する必要があるため、できる限り「単独」

で派遣可能な登録施設等を優先して派遣する。

なお、単独での派遣が困難な場合、連絡の取りやすい施設間で調整

する。
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５ 活動場所 
  多くの避難者が集まり、スタッフ等が元々配置されていない避難所、

福祉避難所を主な活動場所とする。 

福祉避難所は、避難所での避難者の状況によって市町村の判断で開設

されるため、発災直後は避難所での活動が中心となる。 

 なお、具体的な活動場所は、市町村災害対策本部（保健福祉担当部局）

の要請や収集した情報に基づき決定する。 

６ 支援対象者 
  要介護高齢者、障がい者等の要援護者である。 

なお、要援護者の支援に当たっては、それぞれの特徴を認識し、避難所

生活における留意点を踏まえ、関係機関と連携して対応する。 

また、避難所での生活が長引けば心身機能が低下するリスクが高まるた

め、在宅介護支援事業者等との連携により、緊急入所や福祉避難所への移

動など、生活に適した場所へ移動できるように調整する。 

【要援護者の主な特徴と避難所生活における留意点】 
対象者 主な特徴 避難所生活における留意点 

要
介
護
高
齢
者

１ 体力が衰え行動機能が低

下している場合や緊急事態

の察知が遅れる場合がある。 

２ 自分の状況を伝えること

が困難な場合がある。 

３ 自力で行動することが困

難な場合が多い。 

１ 本人の状態に適した食事や介護用品、過ごしやすい環境が確

保できるよう調整する。 

○おかゆ等の配布

○布団、ベッド、車椅子、ポータブルトイレ、おむつ等の手配

○トイレに近いなど居住空間への配慮

２ 排泄の介助が必要な場合など、本人のプライバシー保護に留

意する。 

３ 家族等介護者の休養スペースを確保する。 

４ 介護者を確保する。 

認
知
症
高
齢
者

１ 記憶が抜け落ちたり、判断

力が低下する等の症状によ

り、自分で判断し、行動する

ことや自分の状況を他の人

に伝えることが困難な場合

がある。 

２ 急激な環境の変化により、

幻覚が現れたり、興奮した

り、徘徊するなどの周辺症状

が顕著となる場合がある。 

１ 不穏症状がある場合は、精神科医師の診療が受けられるよう

調整する。 

２ 徘徊等の症状がある場合には、周囲の人にも見守りや声かけ

を依頼する。 

３ グループホーム等からの集団避難には、同じ施設の関係者だ

けで生活できる避難所、居室を提供する。 

●ポイント
（１）食事、水分摂取量は足りているか。
（２）不穏症状はみられないか。
（３）家族や周囲は多大なストレスを感じていないか。

●ポイント
（１）脱水や褥瘡の徴候はないか。
（２）食事、水分摂取量は足りているか。
（３）嚥下や咀嚼に支障はないか。
（４）介護者の負担が過重になっていないか。

熊本県DCATマニュアル

139



熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ） 

- 8 -

対象者 主な特徴 避難所生活における留意点 

一
人
暮
ら
し
高
齢
者

１ 体力が衰え行動機能が低

下している場合や緊急事態

の察知が遅れる場合がある。 

１ 機能低下をきたさないよう、転倒防止や自立を妨げない居住

スペースを確保する。トイレ移動等に過度の負担がないようス

ペースを確保する。

２ 必要な福祉用具（シャワーチェア、簡易手すり等）が確保さ

れているか確認する。 

３ 本人の周囲にいざというときに手助けしてくれる人がいるこ

とを確認する。 

４ 家族と連絡がとれていることを確認する。 

５ 救援物資や食料のため込みで、衛生面に問題をきたさないよ

う配慮する。 

視
覚
障
が
い
（
児
）
者

１ 全く見えない人と見えづ

らい人、また、特定の色が判

りにくい人がいる。 

２ 慣れていない場所では、一

人で移動することが困難で

あるため、居住スペースと通

路との境が分かるような工

夫や、避難誘導等の援助が必

要。 

１ 援助者を確保し、情報や食料、救援物資が十分入手できるよ

う調整する。 

２ 相談や困ったことなどの受付窓口を伝えておく。 

３ 必要な情報は構内放送や声かけなどにより提供する。印刷物

は拡大文字や展示等により提供できるよう調整する。 

４ ボランティア等の派遣を希望するか確認する。 

聴
覚
障
が
い
（
児
）
者

１ 全く聞こえない人と聞こ

えにくい人、また、言語障が

いを伴う人がいる。 

２ 音声による情報が伝わり

にくい。（聴覚による異変・

危険の察知が困難な場合が

ある。） 

１ 援助者（手話通訳やボランティア等）の確保、情報や食料、

救護物資が十分入手できるよう調整を図る。 

○広報誌や広報掲示板、電光掲示板、見えるラジオ、文字放送

用テレビ等を活用するほか、音声による連絡は必ず文字でも

掲示する。

○掲示はできる限りわかりやすい言葉を使い、漢字にはルビを

ふるよう配慮する。

○手話通訳や要約筆記の必要な人同士をできる限り近くにまと

め、情報がスムーズに引き渡るよう配慮する。

２ 相談や困ったことなどの受付窓口を伝えておく。 

肢
体
不
自
由
（
児
）
者

１ 上肢や下肢に切断や機能

障がいがある人、姿勢保持が

困難な人、脳性まひの人等が

いる。 

２ 自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合は、平常時に

補装具を使用していない人

も、車椅子等が必要なことも

ある。 

１ 本人の機能を最大限に発揮できるよう、ADLに配慮した生活

スペースを確保する。

○車椅子が通れる通路の確保

○身体機能にあった安全で利用可能なトイレの設置等

○相談や困ったことなどの受付窓口を伝えておく。

●ポイント
（１）外傷や環境悪化に伴う体調変化はないか。
（２）補聴器等の補装具や日常生活用具を破損・紛失してい

ないか。 

●ポイント
（１）外傷や環境悪化に伴う体調変化はないか。
（２）車椅子等の補装具や日常生活用具を破損・紛失してい

ないか。 

●ポイント
（１）外傷や環境悪化に伴う体調変化はないか。
（２）白杖等の補装具や日常生活用具を破損・紛失してい

ないか。

●ポイント
（１）外傷や環境悪化に伴う病状変化はないか。
（２）内服薬は不足していないか。
（３）脱水の徴候はないか。
（４）トイレや食事提供場所等が遠いなどにより活動が制

限されていないか。
（５）話し相手はいるか。
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対象者 主な特徴 避難所生活における留意点 

内
部
障
が
い
者
・
特
定
疾
患
認
定
患
者
・

小
児
慢
性
特
定
疾
患
患
者

１ 内部障がいとは、内部機能

の障がいで、身体障害者福祉

法では、心臓機能、じん臓機

能、呼吸器機能、ぼうこう・

直腸機能、小腸機能、ヒト免

疫不全ウイルス（HIV）によ

る免疫機能、肝臓機能の８種

類の機能障害が定められて

いる。 

２ 難病とは、原因不明、治療

方法が未確立であり、かつ、

後遺症を残すおそれがすく

なくない疾病である。 

３ 自力歩行や素早い避難行

動が困難な場合は、車椅子等

が必要なこともある。 

４ 医薬品や医療機器を携行

する必要があるため、医療機

関や医療機器取扱業者等に

よる支援が必要である。 

５ 外見からは障がい（疾患）

がわからないことがあるの

で、配慮が必要である。 

１ 専門治療や医療機器の継続使用（電源の確保）ができるよう

調整する。 

○医療機関の協力による巡回診療や透析可能な病院等の情報提

供、定期的な治療継続のための移送サービスを実施する

２ 処置・治療に必要な物品（衛生材料、ストマ用品等）を確保

する。 

３ 処置を行う場所や処置のプライバシーの確保に留意する。 

４ 易感染者には環境を整える。 

５ 医療依存の高い者には、医療管理が受けられるよう施設等へ

の移送を進める。 

６ 歩行安定者には、機能低下をきたさないよう配慮しつつ、ADL

に配慮した生活スペースを確保する。 

７ 周囲に病名等が知られないようプライバシーの確保に留意す

る。 

知
的
障
が
い
（
児
）
者

１ 急激な環境の変化への適

応のしにくさがある。 

２ 緊急事態等の認識が不十

分な場合や環境の変化によ

る精神的な動揺がみられる

場合がある。 

３ 服薬を継続することが必

要な場合は、自ら又は家族が

薬の種類を把握しておくと

ともに、医療機関による支援

が必要である。 

１ 集団適応に課題のある者には、家族と一緒に生活できる落ち

着いたスペースを提供する。 

２ 施設からの集団避難者には、同じ施設の関係者だけで生活で

きる避難所・居室を提供する。 

発
達
障
が
い
（
児
）
者
（
自
閉
症
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群

な
ど
の
広
汎
性
発
達
障
が
い
者
）

１ 日常生活の変化（場所、空

間、騒音）が想像以上に苦手

な場合が多い。 

２ 不安になってパニック状

態になったり、働きかけに強

い抵抗を示すこともあるた

め、行動して欲しいことの具

体的な指示、時間を過ごせる

ものの提供、スケジュールや

場所の変更等を具体的に伝

える必要がある。 

３ 感覚の刺激に想像以上に

過敏であったり鈍感である

場合が多いので、命にかかわ

るような指示でも聞き取れ

なかったり、大勢の人がいる

環境が苦痛で避難所のなか

にいられない、治療が必要な

のに平気な顔をしているこ

ともある。 

１ 家族など本人の状態をよくわかっている人が近くにいる場合

は、必ずかかわり方を確認する。 

○必要な物品（薬、食品、筆記用具等）があるか

○特に配慮すること（落ち着ける場所、話しかけ方など）があ

るか

２ 説明方法の工夫、居場所の工夫、健康状態のチェックの工夫

を行う。 

●ポイント
（１）疾患や機能障害に伴う身体症状が悪化していないか。
（２）特殊な薬剤や食事制限等の疾患に関する必要な情報を

確認する。 

◆具体的例
（１）文字や絵、実物を使って目に見える形での説明や、簡

潔・穏やかな声で話しかける 
・「このシート（場所）に座ってください。」 
（×：そっちへ行っては駄目） 

・「○○（予定）はありません。□□をします。」 
（×：黙って強引に手を引く） 

・○○は□□（場所）にあります。」
（×：「ここにはない。」とだけ言う）

（２）筆記具と紙、パズル、図鑑、ゲーム等を提供する。
（×：何もしないで待たせる）

（３）部屋の角や別室、テントの使用など、個別空間の確保
等 

（４）怪我などをしていないか、本人の言葉だけでなく身体
状況を一通りよく見る。 

●ポイント
（１）食事接種、排泄、睡眠等の生活面に問題が生じていな

いか。 
（２）家族や周囲は多大なストレスを感じていないか。
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対象者 主な特徴 避難所生活における留意点 

精
神
障
が
い
者

１ 様々な精神疾患により、日

常生活や社会生活のしづら

さがある。 

２ 災害時のショックやスト

レスは、精神障がい者の病状

悪化や再発のリスクを高め

る可能性がある。

３ 服薬を継続する必要があ

る場合は、自ら又は家族が薬

の種類を把握しておくとと

もに、医療機関による支援が

必要である。 

１ 服薬が継続できることを確認し、必要に応じて、精神科医師

の診察や薬の確保、専門科の相談が受けられるよう調整する。 

○医療機関等の協力やこころのケアチームによる巡回診療が行

われるよう調整する。

２ 人前で、安易に病名等を口にしない。 

妊
産
婦

１ 行動機能が低下している

が、自分で判断し行動でき

る。 

２ 早流産のリスクが高い。 

１ 十分な安静（防音）、食事、衛生面に配慮する。 

２ 相談や困ったことなど受付窓口を伝えておく。 

３ 原子力災害の場合は、被ばくによる影響について、正確な情

報伝達に配慮する。 

乳
幼
児

１ 危険を判断し、行動するこ

とができない場合がある。 

２ 被災による精神的な後遺

症が残らないように、特にこ

ころのケアが必要である。 

３ 児童に対しては、ストレス

が緩和するようなケアが必

要である。 

１ 乳幼児に必要な生活用品が提供できるよう調整する。 

○ミルク、おむつ、おしりふき、離乳食、スプーン、ストロー

等

２ 母乳育児が制限されないよう授乳スペースを確保する。 

３ 小児科の医療情報、乳幼児健診・予防接種等保健サービスの

情報提供を行う。 

４ 居住環境を整備する。 

○感染症の予防、夜泣き等で周囲に気兼ねなく過ごせるような

場所の確保に留意する。

５ 親子双方のストレス解消のため、子守ボランティア等を活用

する。 

６ 子どもの遊び場の確保に留意する。 

７ 原子力災害の場合は、被ばくによる影響について、正確な情

報伝達に配慮する。 

外
国
人

１ 言語や文化、生活習慣等の

違いがある。 

２ 必要な情報が伝われば、防

災活動を行う潜在能力があ

る。 

１ 食事をはじめとする生活習慣の違い、宗教、風俗等の違いや、

コミュニケーション不足から、避難生活に支障をきたさないよ

う留意する。

２ 相談や困ったことなどの受付窓口を伝えておく。 

●ポイント
（１）不眠、独語、表情の変化等病状の悪化がないか。
（２）服薬中断がないか。

●ポイント
（１）基本的には保護者が健康管理を行うが、食事や衛生

面等の助言を行う。
（２）おむつかぶれ、湿疹等を防ぐため、沐浴、でん部浴

ができるよう配慮する。
（３）小児科の医療情報を伝える。

●ポイント
（１）切迫流産、切迫早産の徴候はないか。
（２）浮腫、血圧上昇等の妊娠高血圧症候群の徴候はないか。 
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対象者 主な特徴 避難所生活における留意点 

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
患
者

１ 誤って原因食を食べてシ

ョック症状を引き起こす可

能性がある。 

１ 食物アレルギーへの配慮が必要な避難者の有無を確認すると

ともに、アレルギー対応食を配布する。炊き出しの場合、可能

であれば、個別のアレルギー対応調理をしてもらう。 

２ 避難所で提供する食事の原材料表示を示した包装や食材料を

示した献立表を掲示する。 

３ 子どもは、菓子類を勝手に食べないよう注意する。 

４ 子どもは、食物アレルギーがあることを目視できるように「ア

レルギーサインプレート」等を身につけるとよい。

５ アトピー性皮膚炎がある場合、薬の不足、スキンケアができ

ない環境、心理的ストレス等で症状が悪化する可能性がある。 

○出来る限り優先的に毎日シャワーや入浴、全身清拭で肌を清

潔に保つ。

○普段使用している薬品がない場合、同様の効果がある薬で代

用する。市販の保湿クリームを使用する際は、肌の一部で試

した後使用する。

○冷たいタオル等で冷やすとかゆみが一時的に治まる。

○ストレスによるかゆみが増強することがあるため、話を聞き

安心してもらうことが必要である。

出典：宮城県「宮城県災害時公衆衛生マニュアル」平成 25年 4月（一部改編） 

７ 県で準備する携行品（例） 

□緊急通行車両証

□ビブス

□パソコン、ＵＳＢ

□デジタルカメラ

□公用携帯電話、衛星電話

□トランシーバー

□懐中電灯

□乾電池

□延長コード、コンセント

□事務用品（はさみ、カッター、バインダー、Ａ４用紙、セロテー

プ、ガムテープ、マジック、ホッチキス、電卓、ファイルなど）

□地図

□軍手（滑り止め付き）

□プラスチック手袋

□サージカルマスク

□ごみ袋（大、中）

□ダンボール

□ティッシュペーパー

□ウエットティッシュペーパー

●ポイント
（１）基本的には保護者が健康管理を行うが、食事や衛生面

等の助言を行う。 
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※時期、状況により必要なもの

□寝袋、毛布、タオルケット

□テント

□ストーブ

□保冷ボックス

□ガスコンロ、カートリッジ、ライター

□やかん、鍋

□割り箸、スプーン、紙皿、紙コップ

□アルミホイル、食品ラップ→食器に敷くことで洗浄不要にできる

□発電機

□灯油缶、ガソリン缶、ポンプ

□携帯トイレ、尿とりパッド、紙パンツ→トイレが使用不可の場合

に代用

□トイレットペーパー

□新聞紙→掃除、保温、床に敷くなど

※ 避難者の支援に必要な物資は、市町村災害対策本部や避難所運営者へ相

談し、市町村の備蓄や支援物資等で対応が可能か確認する。市町村災害対

策本部等での対応ができない場合は、県に調達を依頼する。

【参考：災害救助法の救助費対象経費（例）】 

・ 日常生活上の支援を行うために必要なオムツ等の消耗器材、食事の費用

・ 高齢者、障がい者等に配慮したポータブルトイレ、簡易ベッド等の器物

の費用
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Ⅱ チーム員の活動 

【活動フロー図】 

※災害対策本部は、災害が発生し、又は災害発

生のおそれがある場合に、設置される。

※派遣の可能性がないと判断したときは、協定

締結団体を通じて待機の解除を通知する。

※支援隊の派遣は、先遣隊からの報告等に基づ

き判断する。

１ 平常時 

○県は、災害対策本部（※）が設置された場合、

協定締結団体へメール等で連絡する。

２ 待機 

○派遣基準に該当することが見込まれるときは、

協定締結団体を通じて待機を要請する。

◯震度６弱以上の地震が発生した場合は、要請を

待たずに待機

３ 先遣隊派遣・活動 

○知事による派遣の判断

○県は先遣隊として事前登録された者の中から

派遣者を決定する。

５ 引上げ 

〇県は、協定締結団体を招集して派遣調整連絡

会を開催し、派遣方針を決定する。 

○協定締結団体は、派遣職種、派遣可能期間、

リーダー候補等を県に報告する。

○県は報告を受け、派遣者を決定する。

４ 支援隊派遣・活動 

災害発生
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１ 平常時 

①災害発生時にも連絡が取れるように、連絡先及び連絡方法を確認し

ておく。

②個人携行品をすぐに持ち出せるように準備しておく。

【個人で準備する携行品（例）】

□帽子、運動靴（靴底が厚く履きなれたもの）

□動きやすい服装（派遣先の季節にあった派手でないもの）

□免許証、保険証のコピー

□現金

□携帯電話（充電器、充電用乾電池、車載アダプター充電器など） 

□タブレット端末

□リュック、ウエストポーチ

□雨具：折りたたみ傘、レインコート

□上履（スリッパは不可）→避難所等に入るときに必要

□洗面道具、タオル、ティッシュペーパー

□着替え（日数分）：靴下、下着、Ｔシャツ、上着など

□帽子

□個人の常備薬、生理用品

□携帯食、糖分、ビタミン、カルシウム補助食品、ゼリー

□ペットボトル飲料水

※時期、状況により必要なもの

□季節により虫よけスプレー、使い捨てカイロ、使い捨て吸熱

シート

□防寒着

③日頃から、災害対応に関する知識の習得するように努める。

また、「熊本県防災情報メールサービス」へ登録するなど、防災情報

の収集を行う。【参考資料１参照】

□ 連絡ルートの確認（所属長、所属団体、県担当部署、家族）

□ 個人携行品の準備
□ 災害に関する情報の収集（災害発生情報、災害対応知識）
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２ 待機 

①携帯電話が通じないことも想定されるため、連絡手段は複数確保する

ようにする。

②県は、収集した情報を提供するが、現地の天気や交通情報などの情報

を個人でも収集する。

３ 派遣 

①集合場所は、原則として、先遣隊及び支援隊（巡回型）は被災地の保

健所、支援隊（常駐型）は活動場所となる福祉避難所等とする。

②移動手段は、原則として、所属施設等が確保する。

【熊本県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定第６条】 

□ 自分の体調が派遣に耐えうるか考える（無理をしない）
□ 所属長の同意を確認し、勤務調整等を検討する

□ 家族の同意を取り付ける
□ 所属施設等、所属団体、家族との連絡ルートを確認する

□ 被災地の情報を収集する

□ 携行品の準備をする

（２）集合時

□ オリエンテーション（派遣日程、派遣先、派遣先の状況、
チーム員の確認）

□ 携行品の確認、積込み
□ 活動方針の確認（活動場所、活動予定内容、現地災害対策

本部等）
□ チーム員、県、所属団体、現地関係者との連絡方法の確認

□ チーム内の役割分担の確認（食料等の調達、資機材やデー

タ管理等）

（１）派遣要請

□ 自分の体調が派遣に耐えうるか考える（無理をしない）
□ 所属長の同意を確認し、勤務調整等を行う

□ 集合場所、時間を確認する
□ 集合場所までの移動手段を確保する（通行止め等により時

間までに集合できない場合は、早めに所属団体等と連絡し

対応策を検討する）

熊本県DCATマニュアル

147



熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ） 

- 16 -

①集合場所に到着後、県（事務局）から説明を受ける。【様式１】

②チーム員は、初めて顔を合わせることが想定されるため、自己紹介す

るとともに、お互いの連絡方法を確認する。【様式２】

③リーダーを中心にしてチーム内の役割分担を決める。

４ 被災地での活動 

被災地に到着したら、市町村対策本部（保健福祉担当部局）及び避難

所運営責任者と活動方針や状況を確認した上で、活動を開始する。 

先遣隊、支援隊共通 

  

①市町村災害対策本部の活動方針を確認し、活動場所や内容について

指示があれば従う。

②連絡先や連絡手段は、複数確保するようにする。

③要援護者のリストが事前に作成されている場合、情報提供を依頼す

る。なお、個人情報の取扱いは十分留意する。

先遣隊、支援隊共通 

①被災地の状況は常に変化するため、災害対策本部（保健福祉担当部

局）、避難所運営責任者等から新しい情報を入手し、共有する。ただ

し、個人情報の取扱いには留意する。

②避難者の情報把握は、段階的に行われることが考えられる。災害発

生直後は、どの避難所に何人の避難者がおり、何食の食事が必要か

という情報が優先され、時間が経過するにつれて避難者個人の情報

が収集されるため、適宜、情報を収集する。

③災害時には、様々な団体による支援が行われるため、これらの団体

の役割や連絡窓口を確認する。特に、保健医療関係者とは情報を共

（１）市町村災害対策本部（保健福祉担当部局）との連携

□ 活動開始の報告・承認、活動方針等の確認
□ 指揮命令系統、連絡先、連絡手段の確認

□ 必要に応じて緊急通行車両の登録、駐車許可の取得

□ 要援護者の情報共有（事前リストの有無など）

（２）情報収集
□ ライフライン（ガソリンスタンド、コンビニエンスストア

等含む）の状況、道路状況、危険箇所、避難経路、連絡手
段等

□ 避難者の状況、避難所等の開設状況、物資の供給状況
□ 他団体の活動状況

□ 機能している施設、病院等の社会資源
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有し、連携する。 

④機能している施設や病院等は、場所（地図）を含めて確認する。

【支援団体（例）】 

先遣隊、支援隊共通 

①避難所等には、受付を通して入り、必ず運営管理者と活動方針を確

認する。また、避難者のプライバシーに配慮して活動する。

②避難所は、市町村長（災害対策本部長）の指示により市町村職員に

よって開設されるが、運営は行政主体のほかに、避難者の自主組織

が中心となる場合もあるため、留意する。

なお、支援に当たっては、内閣府の「避難所における良好な生活

環境の確保に向けた取組指針」、市町村の「避難所運営マニュアル」

等を参考に避難所の体制について理解しておく。【参考資料２参照】 

③避難所では、避難者名簿が作成される。避難者名簿により要援護者

の情報が記載される場合が多いので、運営責任者に状況を確認する。 

あわせて、避難所内を目視により確認する。

（３）活動避難所等での活動

□ 避難所等の運営責任者への活動開始の報告・承認、活動方
針の確認

□ 運営体制（役割分担、班編成）、指揮命令系統の確認
□ 環境（空間、備品）の確認、環境改善の助言

□ 関係機関、他団体の活動状況の確認及び連携

○保健医療チーム

 地方自治体の医師、保健師等で構成され、被災地における災害情報や

要援護者の把握、避難所者の健康相談、関係機関との調整などを行う。 

○災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

医師、看護師、業務調整員等で構成され、大地震及び航空機・列車事

故といった大規模災害の急性期に、被災地に迅速に駆けつけ、救急治療

を行う専門的な訓練を受けた医療チーム。災害現場等での救命救急処置

などを行う。 

○救護班（日本赤十字社、県医師会等）

  避難所の救護所等において診療やこころのケア活動などを行う。 

○災害支援ナース（県看護協会）

  避難所の救護所等において、健康管理や診療介助などを行う 

○災害ボランティアセンター（社会福祉協議会）

  県及び市町村社会福祉協議会が設置し、ボランティアの災害救援活動

の調整を行う。 

○ＮＰＯ、ボランティア団体

  自前の装備で被災地に駆けつけ、様々な支援活動を行う。 
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なお、避難者の情報把握は、段階的に行われることが考えられた

め、適宜確認する。【参考資料３参照】 

④避難所での生活が難しい避難者がいらっしゃる場合は、（避難所運営

責任者を通じて）市町村災害対策本部（保健福祉担当部局）に対し、

福祉避難所、緊急入所等の活用を提言する。

 なお、福祉避難所は、社会福祉施設のほか、旅館・ホテルの借り

上げや避難所内の一角を区切って設置することもできる。 

○災害対策基本法

（避難所における生活環境の整備等）

第８６条の６ 災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令
又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与する
とともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、
当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配
布及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する被災者の生
活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

○「大規模災害における応急救助の指針について」（平成 9 年 6 月 30
日社援保第 122 号厚生省社会・援護局保護課長通知）
第２ 応急救助の実施
１ 避難所の設置

（10）管理責任者の配置
ア 避難所を設置した場合には、原則として各避難所に都道
府県又は市町村職員等による管理責任者を配置し、避難所
の運営を行うこと。

（11）管理責任者の役割
ア 避難所に避難した被災者の人数、世帯構成、被害状況、
救助に当たり特別な配慮を要する者の状況等を可及的速や
かに把握し、被災者台帳を整備すること。

イ 被災者台帳に基づき、常に被災者の実態や需要を把握す
ること。救助に当たり特別な配慮を要する者を把握した場
合は、ホームヘルパーの派遣、社会福祉施設への緊急入所
又は福祉避難所への避難等を行うための連絡調整を行うこ
と。

ウ 避難所に必要な食料・飲料水その他必要な生活必需品の
過不足を把握し調整するため、常に、市町村等の行政機関
（災害対策本部）や近接する他の避難所と連絡をとること。 

（12）住民による自主的運営
避難所を設置した場合には、被災前の地域社会の組織やボラ

ンティアの協力を得て、自治組織を育成するなどにより避難者
による自主的な運営が行われるよう努めること。また、被災者
による自発的な避難所での生活のルールづくりを支援するこ
と。

○熊本県「避難所運営ガイドライン」第３章応急対策

市町村は、福祉サービス提供者等と速やかに連絡を取り、災害時要
援護者等へ必要な福祉サービスの提供ができる体制を整えることが
必要である。
なお、必要に応じて、県と連携して熊本県災害派遣福祉チーム（熊

本ＤＣＡＴ）の活用等による必要な支援を行うこと。
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先遣隊、支援隊共通 

①チームミーティングにより、当面の活動計画を作成し、県へメール、

FAX等で報告する。【様式３】

②被災地で収集した情報は、県へメール、FAX等で報告する。【様式４、

様式５、様式７】

③記録は、簡潔に記載し、時系列で整理する。

  先遣隊の活動 

□福祉ニーズの把握

□福祉的トリアージの実施

□避難所等の環境整備に関するアドバイス、緊急的な対応

□支援隊の必要性の確認

①必要な支援につなげるため、避難所等の環境を確認するとともに、

要援護者の実態を把握する「福祉ニーズの把握」を行う。【様式５－

②】

②避難所に様々な状況の避難者が殺到し、要援護者の把握ができない

ような混乱した状態となっている場合は、「福祉的トリアージ」を実

施する。「福祉的トリアージ」は、緊急に把握する必要がある項目を

中心に、世帯単位で聴取する。【様式６】

なお、「福祉的トリアージ」を実施するに当たって、チーム員の増

員が必要な場合は、速やかに県へ要請する。 

③実際の支援は、後発の「支援隊」が実施することを原則とする。た

だし、福祉避難所への移送や緊急入所など早急な対応を必要とする

避難者がいる場合や避難所等の環境改善策を早急に講じる必要があ

る場合は、現地市町村担当者（保健福祉担当部局、保健師等）や避

難所の運営責任者に報告し、必要に応じて支援する。

④人的な支援が必要な場合、避難所内での協力者を募るなどして対応

するように、避難所運営責任者へ提言する。

⑤避難所等の状況を踏まえて、現地市町村担当者及び避難所運営責任

者に支援隊の必要性を確認し、県へ報告する。

⑥１日１回以上のチームミーティングを行い、情報を共有する。

⑦日々の活動内容を記録し、県へ報告する。【様式７】

対応記録等は漏れがないように記録する。

（４）活動計画の作成及び報告

□ 当面の活動計画の作成（チームミーティング）
□ 活動計画の報告、周知

□ 現地情報の報告
□ 記録の管理、整理
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※保健師による「保健福祉的視点でのトリアージ」が実施されている場

合は、福祉的な支援が必要な方の情報を提供してもらう。【Ｐ３参照】

  支援隊 

□福祉サービスの提供（相談対応、食事、排泄、入浴等の支援）

□要援護者の特徴に応じた生活環境の整備

□廃用症候群（生活不活発病）の予防

①避難者へのアセスメントを行い、対応策を検討し、本人又は家族と

協議し、避難所運営責任者に報告する。【様式６】

  また、必要に応じて、ケア会議等を行う。 

②避難者の支援に必要な物資は、市町村災害対策本部や避難所運営責

任者に相談し、備蓄や支援物資等で対応が可能かを確認する。市町

村災害対策本部等での対応が難しい場合は、県に調達を依頼する。

③状態の変化により、避難所内の設備では、十分な支援を行うことが

出来ない避難者がいる場合、緊急入所等を検討し、避難所運営責任

者に報告するとともに、本人や家族の意向を確認する。

④被災地の介護サービス事業者等の復旧状況を確認し、必要に応じて

サービスを利用できるよう情報を収集する。

⑤避難所等のバリアフリー化はもちろん、要援護者の特徴に応じた生

活環境を整備する。【Ｐ７参照】

⑥１日１回以上のチームミーティングを行い、情報を共有する。

⑦日々の活動内容を記録し、県へ報告する。【様式７】

対応記録等は漏れがないように記録する。

先遣隊、支援隊共通 

①宿泊場所はあらかじめ県で手配するようにするが、手配ができてい

ない場合は、近隣の宿泊施設や福祉施設等を手配する。

福祉避難所での勤務は、宿直や夜勤への対応が必要な場合も考えら

れるため、宿泊場所について避難所運営責任者に相談する。

②携帯食は持参するが、できる限り温かい食事が取れるように食料等

の調達を行う。

（５）チーム員の生活環境の確保等
□ 宿泊場所の確認、確保

□ 食料等の調達方法の確認、確保（現地調達可能な店舗等の

確認）
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先遣隊、支援隊共通 

①携行品や相談記録など、漏れがないように引き継ぐ。

②避難所運営責任者等の関係者には、引継予定日等を連絡し、チームの

入替り後もスムーズに連携できるよう配慮する。

５ チームの引上げ 
（１）引上げの判断

被災地市町村における支援活動状況や人員確保状況を踏まえ、県と

市町村災害対策本部が相談の上、判断する。 

  なお、チームの引き上げに際しては、要援護者への継続的な支援が

行われるよう、現地の福祉関係者等への引継ぎを実施する。 

【チーム引上げの判断の目安】 

①被災地における避難所の規模の縮小や避難所の減少など避難者生

活の見通しが立つ

②被災地における福祉サービスの復旧又は平常化の見通しが立つ

（２）活動の総括

 「熊本県災害派遣福祉チーム活動報告書（要綱様式第６号）」【様

式８】を県に提出する。 

また、以後の支援活動をよりスムーズに実施するため、実際の活

動から整理できた課題等を、県へ報告する。 

（６）後続チームへの引継ぎ

□ 携行品や相談記録等の引継ぎ

□ 避難所運営責任者等への連絡
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事業を終えて

• 熊本地震で当法人の事業所も被災し、大変な状況もありました。

その中で熊本地震への支援を一日も休むことなく現在まで継続してきま

した。

この支援ができたのは、連携団体及び全国皆様からのご支援と独立行

政法人医療福祉機構(社会福祉振興助成)のご助成によるものと感謝申し

上げます。

• 昨年度は「避難所・仮設団地へのワンストップ支援事業」更に本年度

は「仮設団地から復興に向う住民の支援事業」と2年間の継続する取組

みから、東日本大震災とは異なる局地型地震での福祉的支援のあり方が

見え始めました。

• 発災時～避難所～仮設団地～復興住宅や新たなコミュニテイーづくり

と、そのときに問われる課題がある。一つひとつその課題を、実践から

振り返り、万一の次の災害に向けた準備を行わなければならない。

• 自立につながらない支援や「東日本大震災と全く同じ支援」であっては

局地型地震での支援のあり方ではない。もっと早く復興へ動かないとい

けないと思います。

• 連携・協働、被災地での地域包括ケアが問われる。主体は、住民であり、

支援者ではない。主体者と支援者、支援者同士の連携・協働がこれからも

問われていく。

平成30年3月

特定非営利活動法人コレクティブ

理事長 川原秀夫

継続する支援
連携団体 ライフサポートチーム
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